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新型コロナウイルス感染症に関する問合せ

☎0570-550-571
〔午前９時～午後10時(土・日曜日、祝日を含む)〕

不安に思う方（感染予防法が知りたい、感染したかもしれない）

東京都新型コロナコールセンター

☎03-5320-4592
〔24時間対応（土・日曜日、祝日を含む)〕

※�かかりつけ医がある場合は、まずはかかりつけ医に相
談してください。

かかりつけ医がない場合で発熱等の症状が生じた方

東京都発熱相談センター

11月9日現在

ファクス03-5388-1396

聴覚に障害のある方等、
電話での相談が難しい方向けの相談窓口

　環境対策に関する連携の一環として、ユニ・チャーム㈱が実施
する、東京都の公募事業である使用済み紙おむつのリサイクル実
証事業へ協力します。今後、高齢者施設及び保育施設から使用済

　市は、10月 30 日、ユニ・チャーム㈱と、地域活性化包括連携協定を締結しました。
　今後は、下記の７項目の連携事項について、相互の連携を強化し、市内における地域の活性化及
び市民サービスの向上を図ります。

▷問合せ　企画課・内線１４２４まで。

連携事項

ユニ・チャーム㈱と
地域活性化包括連携協定を締結

▲�協定締結式の様子〔尾崎市長（写真左）とユニ・チャー
ム㈱常務執行役員 ESG本部担当志手氏（写真右）〕

①　災害対策及び防災に関すること
②　子ども・青少年の育成支援及び子育て支援に関すること�
③　スポーツ・健康増進に関すること
④　環境対策に関すること
⑤　高齢者・障害者の支援に関すること
⑥　働き方・女性の活躍推進に関すること
⑦　�その他地域の活性化及び市民サービスの向上に関すること

使用済み紙おむつのリサイクル実証事業へ協力します

　使用済み紙おむつは、可燃ごみとして焼却処理をしてい
ますが、水分を多く含むため、処理に大きな負担がかかり
ます。
　また、高齢化社会の進展に伴い、今後紙おむつの使用量
はさらに増加していくことが見込まれています。
　こうした背景から、この実証事業は、使用済み紙おむつ
について、資源としての有効性を検証することを目的とし
て実施されます。

み紙おむつを回収し、パルプなどの再利用に向けた検証を行いま
す。
▷問合せ　ごみ対策課・内線１２４７まで。

リサイクル実証事業の目的

新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る

ひとり親家庭支援事業の追加実施

　都では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済的な影響を受けやす
いひとり親家庭の生活の安定を図るため、食料品等を提供する事業を追加実施しま
す。対象者には、市から 11月中にカタログ及び申込書類等を送付します。

▷対象者　

　・令和２年実施のひとり親世帯臨時特別給付金を支給される方
　・令和２年６月～令和３年３月末の間に児童扶養手当を受ける方
　※既にひとり親家庭支援事業のカタログ配布を受けた方は除く

▷問合せ　子育て支援課・内線１７６１まで。

２面：子ども家庭支援センター「かるがも」からのお知らせ　　　　　 ４･ ５面：市職員の給与・勤務条件等を公表します
６･ ７面：市制50周年記念事業　９面：受験生チャレンジ支援貸付事業　10･11面：情報マップ　12面：市民記者レポート

令和2年第４回市議会定例会

開　催　日 会　議 内　容
12 月 1 日㈫ 本会議 開会・議案等審議

12 月 2日㈬～ 4日㈮・
7日㈪・8日㈫ 本会議 一般質問

12月10日㈭・11日㈮・
14 日㈪

常　　任
委員会等 付託案件の審査等

12 月 16 日㈬ 本会議 委員会審査報告等・閉会

※通常の会議時間は午前9時30分～正午、午後1時30分～5時です。
※�日程等は変更になる場合がありますので、詳細はお問い合わせく
ださい。

▷問合せ　議会事務局・内線2002まで。
　　　　　（ファクス�042-563-5926）



創
業
を
希
望
す
る
方
・
創
業
し
て
間
も
な
い
方
へ

事
業
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

都
営
住
宅（
地
元
割
当
）

申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す

入
札
参
加

資
格
審
査

ご
協
力
く
だ
さ
い

段
差
解
消
板

の
撤
去

ご
利
用
く
だ
さ
い

防
災
行
政
無
線

自
動
応
答
サ
ー
ビ
ス

▲�段差解消板のイメージ図
（上）と道路切り下げのイ
メージ図（下）

　

市
で
は
、
創
業
を
希
望
す
る

方
や
、
創
業
し
て
間
も
な
い
方

を
対
象
と
し
た
新
し
い
融
資
あ

っ
せ
ん
制
度
、「
創
業
資
金
」

及
び
「
特
定
創
業
資
金
」
を
新

設
し
ま
し
た
。
市
か
ら
の
補
助

で
あ
る
、「
保
証
料
補
助
」と「
利

子
補
給
」
を
、
今
ま
で
以
上
に

手
厚
く
し
、
創
業
者
の
方
々
の

創
業
初
期
に
お
け
る
資
金
面
で

の
負
担
軽
減
を
図
り
ま
す
。

※
既
存
の
融
資
あ
っ
せ
ん
制
度

「
独
立
開
業
資
金
」
は
新
規
受

付
を
終
了
し
て
い
ま
す
。

▽
対
象

・
当
該
資
金
の
融
資
を
行
う
日

か
ら
１
か
月
以
内
に
創
業
し
よ

う
と
す
る
方
、
ま
た
は
創
業
し

て
１
年
未
満
の
方

・
主
た
る
事
務
所
ま
た
は
事
業

所
を
市
の
区
域
内
に
有
し
て
い

る
（
１
か
月
以
内
に
有
す
る
予

定
を
含
む
）
こ
と

・
常
時
使
用
す
る
従
業
員
（
パ

ー
ト
等
を
含
む
・「
役
員
」と「
家

▽
申
込
区
分

・
単
身
者
向
：
向
原
（
１
戸
）

・
２
人
以
上
世
帯
向
：
向
原

（
１
戸
）、狭
山
４
丁
目（
２
戸
）

※
応
募
者
多
数
の
場
合
、
抽
選
。

▽
申
込
資
格　

次
の
全
て
に
該

当
す
る
こ
と

①
申
込
者
本
人
が
市
内
に
居
住

す
る
成
年
者
（
20
歳
未
満
の
既

婚
者
を
含
む
）
で
あ
る
こ
と

表
の
と
お
り

※
詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
よ
り
ア
ク

セ
ス
可
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

※
事
業
資
金
融
資
あ
っ
せ
ん
制

度
は
、
事
業
資
金
の
融
資
を
、

市
内
金
融
機
関
へ
あ
っ
せ
ん
す

る
制
度
で
す
。
市
が
直
接
融
資

を
行
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　

産
業
振
興
課
・
内

線
１
０
７
１
ま
で
。

※
詳
細
は
、
申
込
書
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▽
申
込
書
配
布
期
間　

11
月
16

日
㈪
～
26
日
㈭

▽
申
込
書
配
布
場
所　

地
域
振

興
課
（
市
役
所
３
階
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
は
除
く
）、
市
民

セ
ン
タ
ー
（
土
・
日
曜
日
、
祝

日
を
含
む
）

▽
申
込
受
付　

申
込
用
紙
の
配

布
期
間
中
に
地
域
振
興
課
へ
直

接
提
出
ま
た
は
郵
送
（
11
月
26

日
㈭
の
消
印
有
効
）

▽
問
合
せ　

地
域
振
興
課
・
内

線
１
７
１
５
ま
で
。

　

市
が
発
注
す
る
物
品
の
買
い

入
れ
、
業
務
委
託
、
工
事
の
競

争
入
札
等
に
参
加
を
希
望
す
る

事
業
者
の
方
は
、
事
前
に
資
格

審
査
の
申
請
を
行
い
、
入
札
参

加
資
格
を
取
得
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　

令
和
３
・
４
年
度
の
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て
、

「
電
子
調
達
サ
ー
ビ
ス
」
を
利

用
し
な
い
市
内
営
業
事
業
者
の

方
を
対
象
に
、
書
類
に
よ
る
申

請
を
受
け
付
け
ま
す
。

　

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た

最
新
の
内
容
を
最
大
24
時
間
後

ま
で
電
話
で
確
認
で
き
ま
す
。

　

玄
関
や
車
庫
の
出
入
口
な
ど

に
段
差
解
消
板
を
設
置
す
る
こ

と
は
、
法
令
違
反
で
す
。
歩
行

者
や
自
転
車
等
の
転
倒
事
故
に

つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
事

故
が
発
生
す
る
と
、
設
置
者
に

損
害
賠
償
責
任
が
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
雨
水

の
流
れ
に
も
支
障
を
き
た
し
ま

す
。
段
差
解
消
板
を
設
置
し
て

い
る
場
合
は
、
速
や
か
に
撤
去

し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
玄
関
や
車
庫
の
出
入

族
」
は
含
ま
な
い
）
の
数
が
20

人
以
下
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

は
５
人
以
下
）
で
あ
る
こ
と

・
東
京
保
証
協
会
の
保
証
対
象

業
種
で
あ
る
こ
と
（
法
人
の
場

合
は
原
則
、
代
表
者
個
人
の
保

証
が
必
要
）　

等

▽
申
込
条
件
・
融
資
条
件　

左

・
単
身
者
向
：
原
則
と
し
て
親

族
と
同
居
し
て
い
な
い
60
歳
以

上
の
単
身
者
で
あ
る
こ
と

・
２
人
以
上
世
帯
向
：
同
居
親

族
が
い
る
こ
と

②
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基
準
内

で
あ
る
こ
と

③
住
宅
に
困
っ
て
い
る
こ
と

④
申
込
者（
同
居
親
族
を
含
む
）

が
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

　

な
お
、
入
札
参
加
資
格
審
査

申
請
は
「
東
京
電
子
自
治
体
共

同
運
営
サ
ー
ビ
ス
」
の
「
電
子

調
達
サ
ー
ビ
ス
」
を
利
用
す
る

こ
と
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

随
時
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
業
種　

物
品
・
委
託
、
工
事

▽
受
付
日
時　

12
月
２
日
㈬
・

３
日
㈭
午
前
９
時
～
正
午
、
午

後
１
時
～
４
時

▽
受
付
場
所　

市
役
所
402
会
議

室
（
市
役
所
４
階
）

※
申
請
方
法
は
、
総
務
管
財
課

（
市
役
所
３
階
）
で
配
布
し
て

い
る
「
入
札
参
加
資
格
審
査
申

請
要
領
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

総
務
管
財
課
・
内

線
１
３
４
２
ま
で
。

※「
チ
ャ
イ
ム
」、「
サ
イ
レ
ン
」、

「
下
校
時
の
見
守
り
放
送
」
は

除
く
。

▽
防
災
行
政
無
線
自
動
応
答
サ

ー
ビ
ス　

☎
042
─
563
─
２
４
１

１▽
問
合
せ　

防
災
安
全
課
・
内

線
１
３
５
２
ま
で
。

口
な
ど
の
段
差
を
解
消
し
た
い

場
合
は
、
道
路
法
に
基
づ
く
手

続
き
を
行
う
こ
と
で
、
道
路
の

歩
道
部
分
や
縁
石
な
ど
の
切
り

下
げ
工
事
を
自
費
で
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

※
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

土
木
課
・
内
線
１

２
１
１
ま
で
。

市役所☎042−563−2111（代） 東やまと市報 令和2 ・ 11 ・ 15 2

▷申込み・問合せ　子ども家庭支援センター☎ 042―565―3651 まで。

子ども家庭支援センター
からのお知らせ

　保育士が児童館や集会所等に出張し、手遊びや絵本の読み聞かせ
を行います。参加者同士の情報交換や保育士に子育ての相談もでき
ます。
▷対象　３歳までの乳幼児とその保護者
▷期日・場所　12 月 2日㈬・清水集会所
　　　　　　　12 月 8日㈫・かみきただい児童館
　　　　　　　12 月 16 日㈬・芋窪集会所
　　　　　　　12 月 23 日㈬・清原市民センター
▷時間　午前 10 時 30 分～ 11 時 45 分

　保護者の仕事や通院、リフレッシュなどの際に週３回までお子さ
ん（認可保育施設に入所していない場合に限る）をお預かりします。
▷対象　１歳以上で市内在住、集団保育が可能な未就学児
▷実施日　月～土曜日（祝日及び年末年始、休館日は除く）
▷保育時間／利用料　
　・１日利用（午前９時～午後５時）／ 2,400 円
　・半日利用（午前９時～午後１時、午後１時～午後５時）／ 1,200 円
※�利用には事前登録が必要です。子ども家庭支援センターの窓口に、
①母子健康手帳、②健康保険証、③乳幼児医療証をお持ちください。

　０歳児親子の情報交換や友だちづくりの場です。
▷対象　市内在住で、参加当日に 0歳のお子さんとその保護者
▷日時　12 月 9日㈬午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▷定員　10 組（申込順）
▷申込み　11月 24 日㈫午後１時から来所または電話

　ミニクリスマス会を開催します。参加費は無料です。
▷対象　市内在住で 6か月～ 3歳（参加当日）のお子さんとその保護者
▷日時　12 月 11 日㈮　①午前 10 時から　②午前 11 時から
▷定員　各回 10 組（申込順）
▷申込み　11 月 30 日㈪午後１時から来所または電話

「かるがも」ミニクリスマス会

かるがも一時保育室

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために
・�来館前の検温、手指の消毒（入口に消毒液を設置）、マスクの着用。
せき・発熱等体調不良時は利用の自粛をお願いします。
・�利用定員を設け、定期的な換気や消毒を行っています。ひろばで行事を
行う際は、行事参加者以外のひろば利用をお断りする場合があります。

12 月の出張かるがもひろば

０歳児親子あつまれ！

「かるがも」

創業資金 特定創業資金

金利 1.8% 1.8%

融資
限度額 500万円 700万円

融資期間 ５年 ７年

保証料
補助割合 ３分の２ 100%

利子補給
割合

法人　　　　　70%
個人（市民）　　70%
個人（市民以外）なし

法人 　　　　100%
個人（市民）　100%
個人（市民以外）70%

12月５日㈯はワックス清掃のため終日休館となります。ご理解ご協力をお願いします
／問合せ　子ども家庭支援センター☎042-565-3651まで子ども家庭支援センター休館日のお知らせ

市役所☎042−563−2111（代） 令和 2 ・ 1 1 ・ 1 5 2東やまと市報



11
月
30
日
㈪
ま
で

第
２
弾「
が
ん
ば
れ
東
大
和
！
対
象
店
舗
で

30
％
戻
っ
て
く
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」開
催
中

11
月
30
日
㈪
ま
で

第
９
回
ひ
が
し
や
ま
と
ス
イ
ー
ツ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
×
＃
東
大
和
エ
ー
ル
飯

レ
シ
ー
ト
を
集
め
て
応
募
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
開
催
中

新
築
・
増
改
築
等
を
ご
検
討
さ
れ
て
い
る
方
へ

市
役
所
に
届
出
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す

う
ま
べ
ぇ
デ
ザ
イ
ン
の

マ
ン
ホ
ー
ル
カ
ー
ド

配
布
開
始

自
転
車
利
用
中
の

対
人
賠
償
事
故
に
備
え
る

保
険
等
へ
の
加
入
義
務

12
月
4
日
㈮
ま
で

ま
ち
フ
ォ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
募
集
中

　

毎
年
、
秋
に
行
わ
れ
て
い
る

大
人
気
イ
ベ
ン
ト
「
ひ
が
し
や

ま
と
ス
イ
ー
ツ
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
」
と
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
り
大
き
な
影
響

を
受
け
た
飲
食
店
等
を
応
援
す

る
「
＃
東
大
和
エ
ー
ル
飯
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」
が
連
携
し
た
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
開
催
中
で
す
。
市

内
の
「
美
味
し
い
」
お
店
の
レ

　

市
内
に
は
、建
物
の
使
い
道
・

高
さ
・
色
彩
、
敷
地
の
大
き
さ

等
を
定
め
る
「
地
区
計
画
」
と

い
う
ま
ち
づ
く
り
の
ル
ー
ル
が

定
め
ら
れ
た
地
区
が
あ
り
ま
す
。

　

市
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
よ
り
影
響
を
受

け
て
い
る
市
内
飲
食
店
な
ど
を

応
援
す
る
た
め
、
市
内
の
対
象

▽
賞
品　

３
０
０
０
円
相
当
の

市
内
店
舗
ス
イ
ー
ツ
セ
ッ
ト

※
当
選
者
は
12
月
中
旬
に
賞
品

の
発
送
を
も
っ
て
発
表
。

▽
応
募
期
限　

12
月
１
日
㈫

（
必
着
）

※
詳
細
は
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
主
催　

東
大
和
市
ス
イ
ー
ツ

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
実
行
委
員
会

▽
問
合
せ　

産
業
振
興
課
・
内

線
１
０
７
４
ま
で
。

い
る
地
区
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（
下
の
二

次
元
コ
ー
ド
か

ら
ア
ク
セ
ス

可
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

都
市
計
画
課
・
内

線
１
２
５
５
ま
で
。

あ
た
り
の
付
与
上
限
：
３
０
０

０
円
相
当
、
期
間
中
の
付
与
上

限
１
万
円
相
当
）
の
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ

ａ
ｙ
ボ
ー
ナ
ス
（
ポ
イ
ン
ト
）

を
還
元
す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

▽
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間　

11
月

30
日
㈪
ま
で

※
詳
細
は
、
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら

ア
ク
セ
ス
可
）

を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
東
大
和
市
商
工
会
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
大
手
チ
ェ
ー
ン
の
事
業
者
は

対
象
に
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

▽
問
合
せ　

東
大
和
市
商
工
会

☎
042
─
562
─
１
１
３
１
へ
。

　

市
の
観
光
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
う
ま
べ
ぇ
」
の
マ
ン
ホ
ー
ル

カ
ー
ド
を
配
布
し
ま
す
。

▽
配
布
開
始
日　

11
月
19
日
㈭ 

▽
配
布
時
間　

午
前
９
時
～
午

後
５
時

▽
配
布
場
所　

郷
土
博
物
館

※
開
館
日
の
み
配
布
。
休
館
日

　

令
和
２
年
度
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
一

環
と
し
て
、
撮
影
期
間
の
指
定

は
な
く
、
過
去
に
撮
影
さ
れ
た

未
発
表
の
写
真
も
対
象
と
な
り

ま
す
。
ぜ
ひ
、
応
募
し
て
く
だ

さ
い
。

▽
対
象　

東
大
和
市
内
及
び
友

好
都
市
の
福
島
県
喜
多
方
市
内

を
撮
影
し
た
未
発
表
の
も
の

▽
応
募
方
法　

市
の
ホ
ー
ム
ペ

　

自
転
車
の
事
故
は
、
年
齢
に

関
係
な
く
、
数
千
万
円
の
賠
償

金
を
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

東
京
都
で
は
、
自
転
車
利
用

中
の
事
故
の
損
害
を
賠
償
で
き

る
保
険
等
へ
の
加
入
が
、
条
例

で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

対
象
は
自
転
車
利
用
者
、
未
成

年
の
利
用
者
は
そ
の
保
護
者
、

シ
ー
ト
を
集
め
て
ス
イ
ー
ツ
セ

ッ
ト
を
当
て
ま
せ
ん
か
。

▽
応
募
方
法　

市
内
対
象
店
舗

の
レ
シ
ー
ト
５
０
０
０
円
分

（
１
口
）
を
集
め
、
産
業
振
興

課
の
窓
口
に
設
置
し
て
い
る
応

募
Ｂ
Ｏ
Ｘ
へ
投
函
ま
た
は
郵
送

※
一
人
何
口
で
も
応
募
可
。

▽
応
募
レ
シ
ー
ト
の
有
効
期
間

　

10
月
１
日
㈭
～
11
月
30
日
㈪

こ
の
地
区
内
で
、
建
築
物
の
新

築
や
増
改
築
等
を
行
う
場
合
、

工
事
着
手
の
30
日
前
ま
で
に
、

市
へ
届
出
が
必
要
で
す
。

※
「
地
区
計
画
」
が
決
定
し
て

店
舗
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済

サ
ー
ビ
ス
「
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
」

で
お
支
払
い
を
し
た
場
合
に
、

支
払
額
の
最
大
30
％
（
１
決
済

は
、
月
曜
日
（
祝
日
の
場
合
は

開
館
）
と
祝
日
の
翌
日
。

※
１
人
１
枚
ま
で
。
郵
送
や
予

約
、
代
理
受
け
取
り
不
可
。

▽
問
合
せ　

産
業
振
興
課
・
内

線
１
０
７
５
ま
で
。

ー
ジ
の
応
募
専

用
サ
イ
ト
（
下

の
二
次
元
コ
ー

ド
か
ら
ア
ク
セ

ス
可
）
か
ら
投
稿

※
プ
リ
ン
ト
写
真
が
原
本
の
場

合
は
複
写
を
窓
口
に
提
出
ま
た

は
郵
送
。

▽
応
募
期
限　

12
月
４
日
㈮

（
必
着
）

▽
問
合
せ　

産
業
振
興
課
・
内

線
１
０
７
５
ま
で
。

自
転
車
を
業
務
で
使
用
す
る
事

業
者
、
自
転
車
貸
付
業
者
で
す
。

　

な
お
、
市
で
は
、
自
転
車
保

険
の
受
け
付
け
や
取
り
扱
い
は

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
詳
細
は
、
東
京
都
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
下
の

二
次
元
コ
ー
ド

か
ら
ア
ク
セ
ス

可
）
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

東
京
都
都
民
安
全

推
進
本
部
総
合
推
進
部
交
通
安

全
課
☎
03
─
５
３
８
８
─
３
１

２
７
へ
。
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▷申込み・問合せ　子ども家庭支援センター☎ 042―565―3651 まで。

子ども家庭支援センター
からのお知らせ

　保育士が児童館や集会所等に出張し、手遊びや絵本の読み聞かせ
を行います。参加者同士の情報交換や保育士に子育ての相談もでき
ます。
▷対象　３歳までの乳幼児とその保護者
▷期日・場所　12 月 2日㈬・清水集会所
　　　　　　　12 月 8日㈫・かみきただい児童館
　　　　　　　12 月 16 日㈬・芋窪集会所
　　　　　　　12 月 23 日㈬・清原市民センター
▷時間　午前 10 時 30 分～ 11 時 45 分

　保護者の仕事や通院、リフレッシュなどの際に週３回までお子さ
ん（認可保育施設に入所していない場合に限る）をお預かりします。
▷対象　１歳以上で市内在住、集団保育が可能な未就学児
▷実施日　月～土曜日（祝日及び年末年始、休館日は除く）
▷保育時間／利用料　
　・１日利用（午前９時～午後５時）／ 2,400 円
　・半日利用（午前９時～午後１時、午後１時～午後５時）／ 1,200 円
※�利用には事前登録が必要です。子ども家庭支援センターの窓口に、
①母子健康手帳、②健康保険証、③乳幼児医療証をお持ちください。

　０歳児親子の情報交換や友だちづくりの場です。
▷対象　市内在住で、参加当日に 0歳のお子さんとその保護者
▷日時　12 月 9日㈬午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▷定員　10 組（申込順）
▷申込み　11月 24 日㈫午後１時から来所または電話

　ミニクリスマス会を開催します。参加費は無料です。
▷対象　市内在住で 6か月～ 3歳（参加当日）のお子さんとその保護者
▷日時　12 月 11 日㈮　①午前 10 時から　②午前 11 時から
▷定員　各回 10 組（申込順）
▷申込み　11 月 30 日㈪午後１時から来所または電話

「かるがも」ミニクリスマス会

かるがも一時保育室

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために
・�来館前の検温、手指の消毒（入口に消毒液を設置）、マスクの着用。
せき・発熱等体調不良時は利用の自粛をお願いします。
・�利用定員を設け、定期的な換気や消毒を行っています。ひろばで行事を
行う際は、行事参加者以外のひろば利用をお断りする場合があります。

12 月の出張かるがもひろば

０歳児親子あつまれ！

「かるがも」

使い捨てコンタクトレンズ空ケースを回収しています
〜この取組は、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓの各種目標の達成に貢献しています〜

　市では、ＨＯＹＡ株式会社アイケアカンパニーとの協働事業として、使い捨てコンタクトレンズの空ケ
ースを回収しています。令和元年11月から回収を開始し、約43kg（10月現在）の空ケースを回収するこ
とができました。プラスチックごみ削減のため、引き続き、空ケースの回収にご協力をお願いします。

粗大ごみ・し尿等、年内処理の申込みはお早めに

※中学校は、学校関係者が対象です。一般の方は、公共施設をご利用ください。
▷回収方法　回収場所に設置されている回収ボトルまたは回収ボックスに、空ケースを直接投入
※メーカーは問いません。
▷回収できないもの　ケースのふたが残っているもの、中にレンズ本体が入っているもの

▷回収場所
ごみ対策課（市役所３階） 南街市民センター 市立第一中学校

中央公民館 上北台市民センター 市立第ニ中学校
狭山公民館 桜が丘市民センター 市立第三中学校
蔵敷公民館 向原市民センター 市立第四中学校

奈良橋市民センター 清原市民センター 市立第五中学校

▪以上の問合せは、ごみ対策課・内線1241まで。

申込期限 申込先
粗大ごみ

12月10日㈭
粗大ごみ受付センター☎042-562-6500

くみ取り式便所のし尿くみ取り ごみ対策課（市役所３階）・内線1241浄化槽の清掃

　市では、新型コロナウイルス感染
症対策関連の融資（別途指定あり）
を受けた中小企業者等のうち、固
定費の中で大きな負担となってい
る家賃の支払いが発生している事
業者に対し、事業の継続の下支え
のため、事業全般に使える助成金
（一律20万円）を交付しています。
申請には一定の要件があります。
※詳細は、市のホームページ（下の
二次元コードからアクセス可）をご
確認ください。

▷申請期限　11月30日㈪
▷申請方法　郵送
▷問合せ　�産業振興課・内線1071

まで。

11月30日㈪まで
中小企業者等応援助成金

の申請受付中

回収ボックス
寸法：76.5cm×40cm

回収ボトル
寸法：17cm×9cm

市役所☎042−563−2111（代）令和 2 ・ 1 1 ・ 1 53 東やまと市報



市役所☎042−563−2111（代） 東やまと市報 令和 2 ・11 ・15 4

　④特殊勤務手当（令和 2年 4月 1日現在）
支給職員 1人当たり平均支給年額（平成 31年度決算） 10,736 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 31年度決算） 21.9 ％
手当の種類（手当数） 8
※再任用短時間職員分を含みます。

（８）職員手当の状況
　①期末・勤勉手当（平成 31 年度）
区　分 東大和市 東京都 国

1 人当たりの
平均支給額 1,608 千円 － －

支給
割合

期末
手当 2.60 月分（1.45 月分） 2.60 月分（1.45 月分） 2.60 月分（1.45 月分）

勤勉
手当 2.05 月分（1.00 月分） 2.05 月分（1.00 月分） 1.90 月分（0.87 月分）

加算措置
の 状 況

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
3～ 20％

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
3～ 20％

・管理職加算
15 ～ 25％

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
5～ 20％

・管理職加算
10 ～ 25％

※（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　②退職手当（令和 2年 4月 1日現在）（単位：月分）

区　分
東大和市 東京都 国

普　通 勧奨・定年 普　通 勧奨・定年 普　通 勧奨・定年

支
給
率

勤続 20 年 23.00 23.00 23.00 23.00 19.6695 24.586875
勤続 25 年 30.50 30.50 30.50 30.50 28.0395 33.27075
勤続 35 年 43.00 43.00 43.00 43.00 39.7575 47.709
最高限度額 43.00 43.00 43.00 43.00 47.709 47.709

平成31年度の
1 人当たり
平均支給額

995 千円 21,727 千円 － － － －

平均勤続年数 5年 0月 36 年 10 月 － － － －

※�退職手当の支給事務を共同処理するため、東大和市は他の地方公共団体とともに退職
手当組合を組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、
同じです。

（７）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）
区　分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年

一般行政職
（大学卒） 267,592 円 該当者なし 378,220 円 402,818 円

　③地域手当（令和 2年 4月 1日現在）
支給職員 1人当たり平均支給年額（平成 31年度決算） 459,821 円
支給対象職員数 491 人
支給率 12 ％
※再任用短時間職員分を含みます。

手当の名称 主な支給対象業務 支給単価

行旅死病人取扱手当 行旅病人、行旅死亡人等の救護、死体等の収
容等の業務

1件あたり
死体：5,000 円
病人：3,000 円

防疫作業手当 感染症等の発生予防のための防疫作業 日額：1,000 円

危険薬物取扱手当 毒物、劇物等を使用してそ族昆虫駆除作業又
は農作物消毒作業 日額：2,000 円

滞納整理事務手当 市税及び市税以外の収入の滞納整理の業務 日額 ：　200 円

賦課調査事務手当 市税賦課に必要な所得又は家屋の調査事務に
従事 日額：　200 円

社会福祉業務手当 ケースワーカーの業務及び身体障害者の日常
生活訓練、心身障害者の生活実習等の業務 日額 ：　200 円

犬・猫等の死体処理
手当 犬・猫等の死体等の処理 1件 ：　300 円

災害時緊急出動手当 風水震災等の非常時に緊急出動した場合 1回：1,000 円

⑤時間外勤務手当
区　分 平成 30年度 平成 31 年度

支給実績 112,964 千円 141,389 千円
職員１人当たり平均支給年額 259 千円 329 千円
※再任用短時間職員分を含みます。

　⑥その他の手当（令和 2年 4月 1日現在）

手当名 内容及び支給単価 支給実績
（平成 31年度決算）

支給職員 1人当たりの
平均支給年額

（平成 31年度決算）

扶養手当

子　　　　　　　　 9,000 円
（子が満 16 歳となる年度の初
めから満 22 歳となる年度の
末までの場合は 13,000 円）
子以外の扶養親族　 6,000 円
（課長級は 3,000 円 )

36,829,000 円 186,000 円

住居手当 借家（※）
月額 15,000 円 10,231,000 円 150,453 円

管理職手当
( 特別調整額 )

部長及び局長　　95,000 円
参事　　　　　　83,000 円
課長及び副参事　71,000 円

55,272,000 円 921,190 円

管 理 職 員
特別勤務手当

参事 (部長・局長 )12,000 円
参事 ( 上記以外）   10,000 円
副参事　　　　　10,000 円
（6時間を超える勤務は5割増）

平日深夜（午前 0時～午前 5
時）については、
参事 (部長・局長 )  6,000 円
参事 ( 上記以外 )　 5,000 円
副参事　　　　　   5,000 円

1,464,000 円 25,241 円

宿日直手当 １回               12,000 円 24,000 円 24,000 円
※�世帯主等のうち、満 34 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある者で自ら居
住するための住宅を借り受け、月額15,000円以上の家賃を支払っているものに限ります。

（９）特別職等の報酬等の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区 分 給料月額等
給 料 市長 895,000 円、副市長 766,000 円、教育長 710,000 円
報 酬 議長 529,000 円、副議長 484,000 円、議員 458,000 円

期末手当 市長、副市長、教育長（平成 31 年度支給割合）　4.65 月分
議長、副議長、議員　（平成 31 年度支給割合）　 4.65 月分

退職手当
市 長 給料月額×  4  ×勤続年数　任期ごとに支給
副市長 給料月額×  3  ×勤続年数　任期ごとに支給
教育長 給料月額× 2.5 ×勤続年数　任期ごとに支給

※�特別職の報酬等の額は「東大和市特別職報酬等審議会」の答申に基づき条例で定めら
れています。
※退職手当の支給事務を共同処理するため、他の地方公共団体とともに退職手当組合を
組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、同じです。

（１）職員の勤務時間、休憩時間等の概要
正規の勤務時間 休憩時間 週休日

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 正午～午後 1時 日曜日、土曜日
※�児童館、保育園などのように、職務の性質により特別の勤務形態で勤務する必要がある
職員については、勤務時間の割り振り等を別に定めています。

（１）分限処分の状況（平成 31年度）
種　類

事　由 降　任 免　職 休　職 合　計

勤務実績が良くない場合 0人 0人 － 0人
心身の故障の場合 0人 0人 10 人 10 人
職に必要な適格性を欠く場合 0人 0人 － 0人
廃職又は過員を生じた場合 0人 0人 － 0人
刑事事件に関し起訴された場合 － － 0人 0人
合　　　計 0人 0人 10 人 10 人
※�分限処分は、地方公務員法第 28 条の規定により、公務能率を維持することを目的とし
て職員がその職責を十分に果たすことができない一定の事由がある場合に職員の意に反
して行う処分です。人数は、当該年度に新たに処分を受けた職員数です。

（２）懲戒処分の状況（平成 31年度）
種　類

事　由 免　職 停　職 減　給 戒　告 合　計

法令等に違反した場合 0人 0人 0人 0人 0人
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0人 0人 0人 0人 0人
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあっ
た場合 0人 0人 0人 0人 0人

合　　　計 0人 0人 0人 0人 0人
※�懲戒処分は、地方公務員法第 29 条の規定により、公務における規律と秩序を維持する
ことを目的として、職員に法令等の違反等があった場合に行う処分です。

４　職員の勤務時間その他の
勤務条件の状況

５　職員の分限及び懲戒処分の状況

（２）年次有給休暇の取得の状況（平成 31年中）
平均取得日数
11.9 日

（左ページの続き）
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市職員の給与・勤務
条件等を公表します

（１）職員の任免の状況
　①採用者数及び退職者数の状況（平成 31 年度）

区　分

採用者数 退職者数

平成 31 年
4 月 1 日

平成 31 年
4 月 2 日～

令和 2 年
3 月 31 日

【参考】
令和 2 年

4 月 1 日

平成 31 年
4 月 1 日～

令和 2 年
3 月 30 日

令和 2 年
3 月 31 日

一般事務職 7人（22 人） 6人（0人） 7人（23 人） 0人（0人） 10 人（4人）
技 術 職 2人（2人） 0人（0人） 0人（1人） 0人（0人） 0人（0人）
保 育 士 3人（6人） 0人（0人） 0人（4人） 0人（1人） 0人（1人）
保 健 師 1人（0人） 0人（0人） 0人（0人） 0人（0人） 0人（0人）
技能労務職 0人（2人） 0人（0人） 0人（2人） 0人（0人） 0人（0人）
計 13 人（32 人） 6人（0人） 7人（30 人） 0人（1人） 10 人（5人）

※（　）内は、再任用職員数であり、外書きです。

　②事由別退職者数（平成 31 年度）
定年 勧奨 普通 懲戒 分限 失職 死亡 計
8人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 10 人

（２）職員数の状況
　①部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在）

区　分
部　門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由平成 31 年 令和 2 年

一般行政
部 門

議会 7人 7人 0人

総務 127 人 128 人 1人
業務増・欠員補充による増、民間委託
による業務見直し・欠員不補充による
減等

税務 38 人 38 人  0 人 職員配置による増、民間委託による業
務見直しによる減等

民生 105 人 106 人 1人 欠員補充による増、欠員不補充による減
等

衛生 32 人 33 人 1人 職員配置による増
農林水産 3人 3人 0人
商工 6人 5人 △ 1人 業務終了による減

土木 46 人 46 人 0人 職員配置による増、欠員不補充による
減

小計 364 人 366 人 2人

特別行政
部　　門

教育 65 人 65 人 0人 欠員補充による増、欠員不補充による
減

小計 65 人 65 人 0人

公 営
企 業 等
会計部門

下水道 8人 9人 1人 業務増による増

その他 34 人 33 人 △ 1人 職員配置による増、業務執行体制の見
直しによる減等

小計 42 人 42 人 0人
合 計 471 人 473 人 2人

※�職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職
員を含み、一部事務組合への派遣職員や臨時または非常勤の職員を除きます。
　②級別職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在）
　ア　一般行政職

区 分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
計標 準 的 な

職 務 内 容 主　事 主　任 係　長 課　長 部　長
職 員 数 131 人 93 人 100 人 41 人 14 人 379 人
構 成 比 34.6 ％ 24.5 ％ 26.4 ％ 10.8 ％ 3.7 ％ 100.0 ％

　イ　技能労務職
区 分 １　級 ２　級

計標 準 的 な
職 務 内 容 技能主事 技能主任
職 員 数 2人 15 人 17 人
構 成 比 11.8 ％ 88.2 ％ 100.0 ％

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
　③年齢別職員構成の状況（令和 2年 4月 1日現在）

区 分 20 歳未満 20 ～ 29 歳 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 65 歳 計
職員数 0人 85 人 140 人 109 人 129 人 30 人 493 人

※再任用短時間職員を含みます。
　④定員適正化の状況
　◎ 第５次行政改革大綱（計画期間：平成 29 ～令和 3年度）における定員管理
の目標値と年次別職員数（実績）の概要（各年 4月 1日現在）

             区　分
部　門

平成 28 年
計画前年

平成 29 年
１年目

平成 30 年
２年目

平成 31 年
３年目

令和 2 年
４年目

令和 3 年
５年目

一般行政 前年比 － 10 人 0人 0人 2人
職員数 354 人 364 人 364 人 364 人 366 人

特別行政 前年比 － △ 15 人 0人 △ 3人 0人
職員数 83 人 68 人 68 人 65 人 65 人

公営企業
等 会 計

前年比 － 6人 0人 △ 2人 0人
職員数 38 人 44 人 44 人 42 人 42 人

合 計 前年比 － 1人 0人 △ 5人 2人
職員数 475 人 476 人 476 人 471 人 473 人

目 標 値 476 人 475 人 474 人 473 人 472 人
※職員数には、定員外職員（派遣職員等）を含みます。

（１）人件費の状況（平成 31 年度一般会計決算）
住民基本台帳人口

令和 2 年 1 月 1 日現在 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
Ｂ／Ａ

85,301 人 31,933,530 千円 1,384,102 千円 4,331,343 千円 13.5％
※人件費には、特別職に支給される給料及び報酬を含みます。
※数値は、平成 31 年度地方財政状況調査の数値です。

（２）職員給与費の状況（平成 31 年度一般会計決算）
職員数（Ａ）

平成 31 年
4 月 1 日現在

給与費 1 人当たり
給 与 費

Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

449 人 1,626,813
千円

460,720
千円

734,344
千円

2,821,878
千円 6,285 千円

※職員手当には、退職手当を含みません。
※�国民健康保険、下水道、区画整理、介護保険、後期高齢者医療の各事業については、
特別会計となりますので、上記の数値には含みません。
※再任用短時間職員分を含みます。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在）
区 分 平成 30 年 平成 31 年
東大和市 100.6 100.6
東 京 都 101.4 101.0

※�ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数です。

（６）職員の初任給の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）
区　分 東大和市 東京都

一般行政職
大学卒 183,700 円 183,700 円
高校卒 145,600 円 145,600 円

技能労務職 高校卒 143,000 円 143,000 円

（４）一般行政職給料表の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）
給料月額区分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
１号給 141,300 円 199,100 円 224,800 円 284,000 円 479,100 円
最高号給 324,300 円 362,500 円 415,100 円 455,000 円 508,900 円

（５）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況
　　 （令和 2 年 4 月 1 日現在）

一般行政職 技能労務職
平均給料
月　　額

平均給与
月　　額 平均年齢 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額 平均年齢

314,360 円 416,034 円 41.1 歳 332,294 円 388,452 円 55.7 歳
※平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。
※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時
間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

３　職員の給与の状況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　市では、人事行政の公平性と透明性
を確保するため、「東大和市人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例」に
基づき、市職員の給与、勤務条件等に
ついてお知らせします。詳細は、市の
ホームページをご覧ください。
▷問合せ　職員課・内線1331まで。

（１）職員採用試験の実施の状況（平成 31 年度）
　◎令和元年 6月実施

職 種 応募人数 受験者数 合格者数
一　般　事　務

( 令和元年 10 月 1日付採用 ) 110 人 90 人 5人

一　般　事　務
（令和 2年 4月 1日付採用） 229 人 208 人 12 人

一　般　事　務
（身体障害者） 3人 3人 2人

土　木　技　術 11 人 11 人 1人
建　築　技　術 4人 4人 0人

（２）昇任試験・昇任選考の実施の状況（平成 31 年度）
　◎令和 2年 4月 1日付昇任

区 分 対象職層 資　　格 対象者 受験者 合格者
主 任 職
昇任試験 主事職 主事職の経験が 6 年以上で、

年齢が 28 歳以上 34 歳未満 74 人 12 人 2人

主 任 職
昇任選考 主事職 主事職の経験が 8 年以上で、

年齢が 34 歳以上 15 人 7人 7人

係 長 職
昇任選考A 主任職 主任職昇任試験の合格者であ

ること 3人 － 3人

係 長 職
昇任選考B 主任職 主任職の経験が 1 年以上で、

年齢が 36 歳以上 － － 7人

課 長 職
昇任選考 係長職 係長職の経験が 5年以上 － － 5人

２　職員の採用試験及び昇任選考状況

（右ページへ続く）
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　④特殊勤務手当（令和 2年 4月 1日現在）
支給職員 1人当たり平均支給年額（平成 31年度決算） 10,736 円
職員全体に占める手当支給職員の割合（平成 31年度決算） 21.9 ％
手当の種類（手当数） 8
※再任用短時間職員分を含みます。

（８）職員手当の状況
　①期末・勤勉手当（平成 31 年度）
区　分 東大和市 東京都 国

1 人当たりの
平均支給額 1,608 千円 － －

支給
割合

期末
手当 2.60 月分（1.45 月分） 2.60 月分（1.45 月分） 2.60 月分（1.45 月分）

勤勉
手当 2.05 月分（1.00 月分） 2.05 月分（1.00 月分） 1.90 月分（0.87 月分）

加算措置
の 状 況

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
3～ 20％

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
3～ 20％

・管理職加算
15 ～ 25％

職務上の段階、職務の
級等による加算措置

・職務段階別加算
5～ 20％

・管理職加算
10 ～ 25％

※（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

　②退職手当（令和 2年 4月 1日現在）（単位：月分）

区　分
東大和市 東京都 国

普　通 勧奨・定年 普　通 勧奨・定年 普　通 勧奨・定年

支
給
率

勤続 20 年 23.00 23.00 23.00 23.00 19.6695 24.586875
勤続 25 年 30.50 30.50 30.50 30.50 28.0395 33.27075
勤続 35 年 43.00 43.00 43.00 43.00 39.7575 47.709
最高限度額 43.00 43.00 43.00 43.00 47.709 47.709

平成31年度の
1 人当たり
平均支給額

995 千円 21,727 千円 － － － －

平均勤続年数 5年 0月 36 年 10 月 － － － －

※�退職手当の支給事務を共同処理するため、東大和市は他の地方公共団体とともに退職
手当組合を組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、
同じです。

（７）職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和2年4月1日現在）
区　分 経験年数 10年 経験年数 20年 経験年数 25年 経験年数 30年

一般行政職
（大学卒） 267,592 円 該当者なし 378,220 円 402,818 円

　③地域手当（令和 2年 4月 1日現在）
支給職員 1人当たり平均支給年額（平成 31年度決算） 459,821 円
支給対象職員数 491 人
支給率 12 ％
※再任用短時間職員分を含みます。

手当の名称 主な支給対象業務 支給単価

行旅死病人取扱手当 行旅病人、行旅死亡人等の救護、死体等の収
容等の業務

1件あたり
死体：5,000 円
病人：3,000 円

防疫作業手当 感染症等の発生予防のための防疫作業 日額：1,000 円

危険薬物取扱手当 毒物、劇物等を使用してそ族昆虫駆除作業又
は農作物消毒作業 日額：2,000 円

滞納整理事務手当 市税及び市税以外の収入の滞納整理の業務 日額 ：　200 円

賦課調査事務手当 市税賦課に必要な所得又は家屋の調査事務に
従事 日額：　200 円

社会福祉業務手当 ケースワーカーの業務及び身体障害者の日常
生活訓練、心身障害者の生活実習等の業務 日額 ：　200 円

犬・猫等の死体処理
手当 犬・猫等の死体等の処理 1件 ：　300 円

災害時緊急出動手当 風水震災等の非常時に緊急出動した場合 1回：1,000 円

⑤時間外勤務手当
区　分 平成 30年度 平成 31 年度

支給実績 112,964 千円 141,389 千円
職員１人当たり平均支給年額 259 千円 329 千円
※再任用短時間職員分を含みます。

　⑥その他の手当（令和 2年 4月 1日現在）

手当名 内容及び支給単価 支給実績
（平成 31年度決算）

支給職員 1人当たりの
平均支給年額

（平成 31年度決算）

扶養手当

子　　　　　　　　 9,000 円
（子が満 16 歳となる年度の初
めから満 22 歳となる年度の
末までの場合は 13,000 円）
子以外の扶養親族　 6,000 円
（課長級は 3,000 円 )

36,829,000 円 186,000 円

住居手当 借家（※）
月額 15,000 円 10,231,000 円 150,453 円

管理職手当
( 特別調整額 )

部長及び局長　　95,000 円
参事　　　　　　83,000 円
課長及び副参事　71,000 円

55,272,000 円 921,190 円

管 理 職 員
特別勤務手当

参事 (部長・局長 )12,000 円
参事 ( 上記以外）   10,000 円
副参事　　　　　10,000 円
（6時間を超える勤務は5割増）

平日深夜（午前 0時～午前 5
時）については、
参事 (部長・局長 )  6,000 円
参事 ( 上記以外 )　 5,000 円
副参事　　　　　   5,000 円

1,464,000 円 25,241 円

宿日直手当 １回               12,000 円 24,000 円 24,000 円
※�世帯主等のうち、満 34 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日までの間にある者で自ら居
住するための住宅を借り受け、月額15,000円以上の家賃を支払っているものに限ります。

（９）特別職等の報酬等の状況（令和 2年 4月 1日現在）
区 分 給料月額等
給 料 市長 895,000 円、副市長 766,000 円、教育長 710,000 円
報 酬 議長 529,000 円、副議長 484,000 円、議員 458,000 円

期末手当 市長、副市長、教育長（平成 31 年度支給割合）　4.65 月分
議長、副議長、議員　（平成 31 年度支給割合）　 4.65 月分

退職手当
市 長 給料月額×  4  ×勤続年数　任期ごとに支給
副市長 給料月額×  3  ×勤続年数　任期ごとに支給
教育長 給料月額× 2.5 ×勤続年数　任期ごとに支給

※�特別職の報酬等の額は「東大和市特別職報酬等審議会」の答申に基づき条例で定めら
れています。
※退職手当の支給事務を共同処理するため、他の地方公共団体とともに退職手当組合を
組織しています。退職手当組合を構成する団体の退職手当の算定方式は、同じです。

（１）職員の勤務時間、休憩時間等の概要
正規の勤務時間 休憩時間 週休日

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分 正午～午後 1時 日曜日、土曜日
※�児童館、保育園などのように、職務の性質により特別の勤務形態で勤務する必要がある
職員については、勤務時間の割り振り等を別に定めています。

（１）分限処分の状況（平成 31年度）
種　類

事　由 降　任 免　職 休　職 合　計

勤務実績が良くない場合 0人 0人 － 0人
心身の故障の場合 0人 0人 10 人 10 人
職に必要な適格性を欠く場合 0人 0人 － 0人
廃職又は過員を生じた場合 0人 0人 － 0人
刑事事件に関し起訴された場合 － － 0人 0人
合　　　計 0人 0人 10 人 10 人
※�分限処分は、地方公務員法第 28 条の規定により、公務能率を維持することを目的とし
て職員がその職責を十分に果たすことができない一定の事由がある場合に職員の意に反
して行う処分です。人数は、当該年度に新たに処分を受けた職員数です。

（２）懲戒処分の状況（平成 31年度）
種　類

事　由 免　職 停　職 減　給 戒　告 合　計

法令等に違反した場合 0人 0人 0人 0人 0人
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 0人 0人 0人 0人 0人
全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあっ
た場合 0人 0人 0人 0人 0人

合　　　計 0人 0人 0人 0人 0人
※�懲戒処分は、地方公務員法第 29 条の規定により、公務における規律と秩序を維持する
ことを目的として、職員に法令等の違反等があった場合に行う処分です。

４　職員の勤務時間その他の
勤務条件の状況

５　職員の分限及び懲戒処分の状況

（２）年次有給休暇の取得の状況（平成 31年中）
平均取得日数
11.9 日

（左ページの続き）
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市職員の給与・勤務
条件等を公表します

（１）職員の任免の状況
　①採用者数及び退職者数の状況（平成 31 年度）

区　分

採用者数 退職者数

平成 31 年
4 月 1 日

平成 31 年
4 月 2 日～

令和 2 年
3 月 31 日

【参考】
令和 2 年

4 月 1 日

平成 31 年
4 月 1 日～

令和 2 年
3 月 30 日

令和 2 年
3 月 31 日

一般事務職 7人（22 人） 6人（0人） 7人（23 人） 0人（0人） 10 人（4人）
技 術 職 2人（2人） 0人（0人） 0人（1人） 0人（0人） 0人（0人）
保 育 士 3人（6人） 0人（0人） 0人（4人） 0人（1人） 0人（1人）
保 健 師 1人（0人） 0人（0人） 0人（0人） 0人（0人） 0人（0人）
技能労務職 0人（2人） 0人（0人） 0人（2人） 0人（0人） 0人（0人）
計 13 人（32 人） 6人（0人） 7人（30 人） 0人（1人） 10 人（5人）

※（　）内は、再任用職員数であり、外書きです。

　②事由別退職者数（平成 31 年度）
定年 勧奨 普通 懲戒 分限 失職 死亡 計
8人 0人 2人 0人 0人 0人 0人 10 人

（２）職員数の状況
　①部門別職員数の状況と主な増減理由（各年 4月 1日現在）

区　分
部　門

職員数 対前年
増減数 主な増減理由平成 31 年 令和 2 年

一般行政
部 門

議会 7人 7人 0人

総務 127 人 128 人 1人
業務増・欠員補充による増、民間委託
による業務見直し・欠員不補充による
減等

税務 38 人 38 人  0 人 職員配置による増、民間委託による業
務見直しによる減等

民生 105 人 106 人 1人 欠員補充による増、欠員不補充による減
等

衛生 32 人 33 人 1人 職員配置による増
農林水産 3人 3人 0人
商工 6人 5人 △ 1人 業務終了による減

土木 46 人 46 人 0人 職員配置による増、欠員不補充による
減

小計 364 人 366 人 2人

特別行政
部　　門

教育 65 人 65 人 0人 欠員補充による増、欠員不補充による
減

小計 65 人 65 人 0人

公 営
企 業 等
会計部門

下水道 8人 9人 1人 業務増による増

その他 34 人 33 人 △ 1人 職員配置による増、業務執行体制の見
直しによる減等

小計 42 人 42 人 0人
合 計 471 人 473 人 2人

※�職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者及び派遣職
員を含み、一部事務組合への派遣職員や臨時または非常勤の職員を除きます。
　②級別職員数の状況（令和 2年 4月 1日現在）
　ア　一般行政職

区 分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
計標 準 的 な

職 務 内 容 主　事 主　任 係　長 課　長 部　長
職 員 数 131 人 93 人 100 人 41 人 14 人 379 人
構 成 比 34.6 ％ 24.5 ％ 26.4 ％ 10.8 ％ 3.7 ％ 100.0 ％

　イ　技能労務職
区 分 １　級 ２　級

計標 準 的 な
職 務 内 容 技能主事 技能主任
職 員 数 2人 15 人 17 人
構 成 比 11.8 ％ 88.2 ％ 100.0 ％

※標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。
　③年齢別職員構成の状況（令和 2年 4月 1日現在）

区 分 20 歳未満 20 ～ 29 歳 30 ～ 39 歳 40 ～ 49 歳 50 ～ 59 歳 60 ～ 65 歳 計
職員数 0人 85 人 140 人 109 人 129 人 30 人 493 人

※再任用短時間職員を含みます。
　④定員適正化の状況
　◎ 第５次行政改革大綱（計画期間：平成 29 ～令和 3年度）における定員管理

の目標値と年次別職員数（実績）の概要（各年 4月 1日現在）
             区　分

部　門
平成 28 年
計画前年

平成 29 年
１年目

平成 30 年
２年目

平成 31 年
３年目

令和 2 年
４年目

令和 3 年
５年目

一般行政 前年比 － 10 人 0人 0人 2人
職員数 354 人 364 人 364 人 364 人 366 人

特別行政 前年比 － △ 15 人 0人 △ 3人 0人
職員数 83 人 68 人 68 人 65 人 65 人

公営企業
等 会 計

前年比 － 6人 0人 △ 2人 0人
職員数 38 人 44 人 44 人 42 人 42 人

合 計 前年比 － 1人 0人 △ 5人 2人
職員数 475 人 476 人 476 人 471 人 473 人

目 標 値 476 人 475 人 474 人 473 人 472 人
※職員数には、定員外職員（派遣職員等）を含みます。

（１）人件費の状況（平成 31 年度一般会計決算）
住民基本台帳人口

令和 2 年 1 月 1 日現在 歳出額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ） 人件費率
Ｂ／Ａ

85,301 人 31,933,530 千円 1,384,102 千円 4,331,343 千円 13.5％
※人件費には、特別職に支給される給料及び報酬を含みます。
※数値は、平成 31 年度地方財政状況調査の数値です。

（２）職員給与費の状況（平成 31 年度一般会計決算）
職員数（Ａ）

平成 31 年
4 月 1 日現在

給与費 1 人当たり
給 与 費

Ｂ／Ａ給料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

449 人 1,626,813
千円

460,720
千円

734,344
千円

2,821,878
千円 6,285 千円

※職員手当には、退職手当を含みません。
※�国民健康保険、下水道、区画整理、介護保険、後期高齢者医療の各事業については、
特別会計となりますので、上記の数値には含みません。
※再任用短時間職員分を含みます。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年 4 月 1 日現在）
区 分 平成 30 年 平成 31 年
東大和市 100.6 100.6
東 京 都 101.4 101.0

※�ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方公務員の
給与水準を示す指数です。

（６）職員の初任給の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）
区　分 東大和市 東京都

一般行政職
大学卒 183,700 円 183,700 円
高校卒 145,600 円 145,600 円

技能労務職 高校卒 143,000 円 143,000 円

（４）一般行政職給料表の状況（令和 2 年 4 月 1 日現在）
給料月額区分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級
１号給 141,300 円 199,100 円 224,800 円 284,000 円 479,100 円
最高号給 324,300 円 362,500 円 415,100 円 455,000 円 508,900 円

（５）職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況
　　 （令和 2 年 4 月 1 日現在）

一般行政職 技能労務職
平均給料
月　　額

平均給与
月　　額 平均年齢 平均給料

月　　額
平均給与
月　　額 平均年齢

314,360 円 416,034 円 41.1 歳 332,294 円 388,452 円 55.7 歳
※平均給料月額とは、職員の基本給の平均です。
※平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時
間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。

３　職員の給与の状況

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　市では、人事行政の公平性と透明性
を確保するため、「東大和市人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例」に
基づき、市職員の給与、勤務条件等に
ついてお知らせします。詳細は、市の
ホームページをご覧ください。
▷問合せ　職員課・内線1331まで。

（１）職員採用試験の実施の状況（平成 31 年度）
　◎令和元年 6月実施

職 種 応募人数 受験者数 合格者数
一　般　事　務

( 令和元年 10 月 1日付採用 ) 110 人 90 人 5人

一　般　事　務
（令和 2年 4月 1日付採用） 229 人 208 人 12 人

一　般　事　務
（身体障害者） 3人 3人 2人

土　木　技　術 11 人 11 人 1人
建　築　技　術 4人 4人 0人

（２）昇任試験・昇任選考の実施の状況（平成 31 年度）
　◎令和 2年 4月 1日付昇任

区 分 対象職層 資　　格 対象者 受験者 合格者
主 任 職
昇任試験 主事職 主事職の経験が 6 年以上で、

年齢が 28 歳以上 34 歳未満 74 人 12 人 2人

主 任 職
昇任選考 主事職 主事職の経験が 8 年以上で、

年齢が 34 歳以上 15 人 7人 7人

係 長 職
昇任選考A 主任職 主任職昇任試験の合格者であ

ること 3人 － 3人

係 長 職
昇任選考B 主任職 主任職の経験が 1 年以上で、

年齢が 36 歳以上 － － 7人

課 長 職
昇任選考 係長職 係長職の経験が 5年以上 － － 5人

２　職員の採用試験及び昇任選考状況

（右ページへ続く）
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東大和市子どもと大人のやくそく 東大和市健幸都市宣言

　「東大和市公式動画チャンネル（YouTube）」にて、内容を紹介する動画を公開しています。動画の再生ページは、下
の二次元コードからアクセスできます。

内容を紹介する動画を公開中

東
大
和
市
健
幸
都
市
宣
言

めざそう！　2040 年までに健康寿命を３年以上延伸

めざそう！　健康寿命　男性 86.24 歳　女性 89.41 歳

めざそう！　多摩 26市での健康寿命１位
目標

　
　東大和市は、多摩湖のほとり、自然と文化に恵まれたまちです。
　平和な世の中で、だれもが自分らしく、豊かな人生をいきいきとおくることがわたしたちの願い
です。
　一人ひとりが協力して、限りある命を大切にし、わたしたちは健康で幸せに暮らせるまちを目指
して、ここに東大和市を「健幸都市」とすることを宣言します。

１　楽しく運動を続け、身
からだ

体のしなやかさ、たくましさ、機能を保ちます。

１　おいしく食べて、良好な身
からだ

体を保つ食生活を実践します。

１　社会活動に参加し、世代をこえて人とふれあい、楽しく交流します。

１　健康状態を確認するため、すすんで健診を受けます。

１　ともに協力して、笑顔を大切にし、喜びを受けとめながら生活します。

東大和市健幸都市宣言

「健幸都市」の実現に向けて

▽
問
合
せ

　市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
042
―
565
―
５
２
１
１
ま
で
。

　健康寿命の延伸の要因とされている「生活習慣を改善すること」、｢病
気を予防すること｣ 及び「社会環境を整備すること」に重点を置き、そ
れらを、運動、食生活、社会参加、予防と早期発見、環境づくりの５つ
に分類し、取組方針に基づき事業に取り組んでいきます。�

　食生活の取組として、令和元年 5月に東京大学未来ビジョン研究センターと締結した協定に基づき、市民を中心に、
さまざまな機関が連携して社会問題の解決を行う「リビングラボ」の手法を取り入れた「東大和ライフスタイルラボ」
を実施しています。令和 2年度は、子育て世代の市民の方々と「腸内環境の改善」をテーマに健幸なライフスタイル
づくりを目指した「快腸プロジェクト」を行っています。　

　「生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまち」を目指して、健康
寿命の延伸を図るため、「健康で幸せ」を意味した造語である「健幸」を用いた「健幸都市」の
実現に向けた取組を推進することとしました。

　「健幸都市」は、個人による健康づくりと社会的な支えが結びついて、はじめて実現すること
から、個人が自助努力をしやすい環境を整えるとともに、市だけではなく、市民・企業・団体などの関係者が協力して、
健康寿命の延伸に取り組んでいく契機とするため、「健幸都市」を宣言しました。

「東大和市健幸都市宣言」とは

　市では、人口減少社会においても持続可能なまちづくりを進めるため、「日本一子育てしやすいまち・シニアが活躍できるまち」を目指す取組を行っています。この取組の一環として、市制 50 周年を契機に、子ども・子育てに関する共通の理念・指針となる「東大和市子どもと大人のやくそく（東
大和市子ども・子育て憲章）」を制定するとともに、生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちづくりに向けて「東大和市健幸都市宣言」を行うこととし、9月 26 日に開催した市制 50 周年記念式典にて発表しました。今号ではそれぞれの概要をお知らせします。

東大和市市制50周年記念事業　　東大和市子どもと大人のやくそく（東大和市子ども・子育て憲章）・東大和市健幸都市宣言 市制50周年

さらなる未来へ
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東大和市子どもと大人のやくそく 東大和市健幸都市宣言

　「東大和市公式動画チャンネル（YouTube）」にて、内容を紹介する動画を公開しています。動画の再生ページは、下
の二次元コードからアクセスできます。

内容を紹介する動画を公開中

東
大
和
市
健
幸
都
市
宣
言

めざそう！　2040 年までに健康寿命を３年以上延伸

めざそう！　健康寿命　男性 86.24 歳　女性 89.41 歳

めざそう！　多摩 26市での健康寿命１位
目標

　
　東大和市は、多摩湖のほとり、自然と文化に恵まれたまちです。
　平和な世の中で、だれもが自分らしく、豊かな人生をいきいきとおくることがわたしたちの願い
です。
　一人ひとりが協力して、限りある命を大切にし、わたしたちは健康で幸せに暮らせるまちを目指
して、ここに東大和市を「健幸都市」とすることを宣言します。

１　楽しく運動を続け、身
からだ

体のしなやかさ、たくましさ、機能を保ちます。

１　おいしく食べて、良好な身
からだ

体を保つ食生活を実践します。

１　社会活動に参加し、世代をこえて人とふれあい、楽しく交流します。

１　健康状態を確認するため、すすんで健診を受けます。

１　ともに協力して、笑顔を大切にし、喜びを受けとめながら生活します。

東大和市健幸都市宣言

「健幸都市」の実現に向けて

▽
問
合
せ

　市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
042
―
565
―
５
２
１
１
ま
で
。

　健康寿命の延伸の要因とされている「生活習慣を改善すること」、｢病
気を予防すること｣ 及び「社会環境を整備すること」に重点を置き、そ
れらを、運動、食生活、社会参加、予防と早期発見、環境づくりの５つ
に分類し、取組方針に基づき事業に取り組んでいきます。�

　食生活の取組として、令和元年 5月に東京大学未来ビジョン研究センターと締結した協定に基づき、市民を中心に、
さまざまな機関が連携して社会問題の解決を行う「リビングラボ」の手法を取り入れた「東大和ライフスタイルラボ」
を実施しています。令和 2年度は、子育て世代の市民の方々と「腸内環境の改善」をテーマに健幸なライフスタイル
づくりを目指した「快腸プロジェクト」を行っています。　

　「生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまち」を目指して、健康
寿命の延伸を図るため、「健康で幸せ」を意味した造語である「健幸」を用いた「健幸都市」の
実現に向けた取組を推進することとしました。

　「健幸都市」は、個人による健康づくりと社会的な支えが結びついて、はじめて実現すること
から、個人が自助努力をしやすい環境を整えるとともに、市だけではなく、市民・企業・団体などの関係者が協力して、
健康寿命の延伸に取り組んでいく契機とするため、「健幸都市」を宣言しました。

「東大和市健幸都市宣言」とは

　市では、人口減少社会においても持続可能なまちづくりを進めるため、「日本一子育てしやすいまち・シニアが活躍できるまち」を目指す取組を行っています。この取組の一環として、市制 50 周年を契機に、子ども・子育てに関する共通の理念・指針となる「東大和市子どもと大人のやくそく（東
大和市子ども・子育て憲章）」を制定するとともに、生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちづくりに向けて「東大和市健幸都市宣言」を行うこととし、9月 26 日に開催した市制 50 周年記念式典にて発表しました。今号ではそれぞれの概要をお知らせします。
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東
大
和
市
子
ど
も
と
大
人
の
や
く
そ
く

（
東
大
和
市
子
ど
も
・
子
育
て
憲
章
）

▽
問
合
せ　

保
育
課
・
内
線
１
７
５
８
ま
で
。

　この「やくそく」は、市内小中学校の児童・生徒 31 人からなる子どもの代表と、
子ども・子育て会議の委員５人からなる大人の代表による「子ども・子育て憲章検
討部会（子ども大人会議）」を中心に検討を進めてきました。

　また、その他の子どもたちからの意見や教育委員、民生・児童委員、青少年対策
地区委員の方々からの意見をいただくとともに、環境市民の集いや児童館・学童保
育所等でのアンケート、市民の皆さんへのパブリックコメントや市民（子ども向け・
大人向け）説明会などを実施しました。

「やくそく」ができるまで

「やくそく」には、  子どもと大人、それぞれお互いに呼びかけ合い、
お互いの心を通じ合わせる  という想いを込めました。

　市の未来・次代を担う子どもたちの健やかな成長を守り育むとともに、子どもた
ち自身が地域社会の一員として、安心して自分らしく生きて、育っていける力を育
めるよう、市民の皆さん、地域関係者・事業者の皆さん及び市が相互に協力し、取
り組んでいくための子ども・子育てに関する「共通の理念・指針」となるものです。

「東大和市子どもと大人のやくそく」とは
（東大和市子ども・子育て憲章）

制作　西村 祐貴 氏

「子育てしやすいまち」の実現に向けて
　この「やくそく」の理念を東大和市の子どもから大人まで、すべての市民の皆
さん、事業者・関係者などの皆さんと共有し、「東大和市子どもと大人のやくそ
く（東大和市子ども・子育て憲章）」を基盤として、子ども・子育て支援に関す
る制度や施策・事業を整え、子ども・子育て支援を市全体で包括的・重層的に進
めていきます。

　市では、人口減少社会においても持続可能なまちづくりを進めるため、「日本一子育てしやすいまち・シニアが活躍できるまち」を目指す取組を行っています。この取組の一環として、市制 50 周年を契機に、子ども・子育てに関する共通の理念・指針となる「東大和市子どもと大人のやくそく（東
大和市子ども・子育て憲章）」を制定するとともに、生涯にわたって健康でいきいきと豊かな人生をおくることができるまちづくりに向けて「東大和市健幸都市宣言」を行うこととし、9月 26 日に開催した市制 50 周年記念式典にて発表しました。今号ではそれぞれの概要をお知らせします。
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高
齢
者
の
見
守
り
支
援
を
専

門
と
し
た
相
談
窓
口
と
し
て
、

市
内
３
か
所
に
高
齢
者
見
守
り

ぼ
っ
く
す
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
社
会
福
祉
法
人
及

び
社
会
医
療
法
人
財
団
に
委
託

し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
業
務
は
次
の
と
お
り
で

す
。

○
在
宅
高
齢
者
の
生
活
状
況
の

把
握
・
見
守
り

　

市
や
関
係
機
関
等
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
情
報
を
も
と
に
、
戸
別

訪
問
・
電
話
連
絡
を
行
い
ま
す
。

○
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等
の

見
守
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
支
援

　

見
守
り
が
必
要
な
高
齢
者
に

対
し
、
民
生
委
員
や
自
治
会
、

関
係
機
関
等
と
連
携
し
て
見
守

り
支
援
を
行
い
ま
す
。

ご存じですか？
高齢者見守りぼっくす

○
民
間
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の

設
置
や
発
報
が
あ
っ
た
際
の
対

象
者
の
状
況
把
握

　

民
間
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の

設
置
相
談
に
応
じ
、
発
報
が
あ

っ
た
時
は
、
必
要
に
応
じ
て
対

象
者
の
状
況
を
確
認
し
ま
す
。

○
在
宅
高
齢
者
や
家
族
等
か
ら

の
相
談
対
応

　

地
域
の
高
齢
者
や
家
族
等
か

ら
の
様
々
な
相
談
に
応
じ
、
専

門
的
な
対
応
が
必
要
な
場
合
は
、

関
係
機
関
に
つ
な
ぎ
ま
す
。

※
高
齢
者
見
守
り
ぼ
っ
く
す
で

は
、
地
域
に
住
む
高
齢
者
を
戸

別
訪
問
し
て
い
ま
す
。
訪
問
の

際
は
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
６
ま
で
。

　

こ
の
事
業
で
は
、
次
の
対
象

の
世
帯
に
対
し
て
、
災
害
時
の

家
具
転
倒
防
止
器
具
な
ど
を
無

料
で
取
り
付
け
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
に
居
住
し
、
住

民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い

る
方
で
構
成
す
る
世
帯
の
う
ち
、

世
帯
員
全
員
が
次
の
①
～
④
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
世
帯

①
70
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
２
級
以
上

の
方

③
愛
の
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
方

④
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

２
級
以
上
の
方

※
過
去
に
市
で
取
り
付
け
を
行

っ
た
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

▽
支
給
内
容　

・
家
具
転
倒
防
止
用
の
「
つ
っ

ぱ
り
棒
」

・
Ｔ
字
型
家
具
転
倒
防
止
器
具
、

家
具
転
倒
防
止
板
等

▽
申
請　

朱
肉
を
使
う
印
鑑
を

持
参
し
、
次
の
場
所
で
申
請

【
①
の
方
】
高
齢
介
護
課
（
市

役
所
２
階
）

【
②
、
③
ま
た
は
④
の
方
】
障

害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）

▽
問
合
せ　
【
①
の
方
】
高
齢

介
護
課
・
内
線
１
１
７
６
、【
②
、

③
ま
た
は
④
の
方
】
障
害
福
祉

課･

内
線
１
１
２
３
ま
で
。

　

今
年
度
の
東
大
和
元
気
ゆ
う

ゆ
う
ポ
イ
ン
ト
事
業
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
通

い
の
場
で
の
活
動
に
加
え
て
、

自
宅
で
行
う
東
大
和
元
気
ゆ
う

ゆ
う
体
操
等
も
ポ
イ
ン
ト
付
与

の
対
象
と
し
ま
す
。

　

ま
た
、
景
品
交
換
の
申
請
は
、

窓
口
に
加
え
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
社
会
福
祉
協
議

会
ま
た
は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
の
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
ア

ク
セ
ス
可
）
を

ご
覧
下
さ
い
。

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
042
―
564
―
０
０
１
２
へ
。

　

市
内
に
住
所
の
あ
る
結
婚
50

年
を
経
過
し
た
ご
夫
婦
（
昭
和

45
年
４
月
１
日
～
昭
和
46
年
３

月
31
日
に
婚
姻
届
を
提
出
さ
れ

た
ご
夫
婦
）
に
祝
状
を
お
贈
り

し
て
い
ま
す
。

　

該
当
す
る
方
は
申
請
に
必
要

な
も
の
を
持
参
し
、
高
齢
介
護

課
（
市
役
所
２
階
）
へ
お
越
し

く
だ
さ
い
。

※
申
込
み
は
随
時
受
付
。

※
前
年
度
に
申
請
で
き
な
か
っ

た
ご
夫
婦
（
昭
和
44
年
４
月
１

日
～
昭
和
45
年
３
月
31
日
の
間

に
婚
姻
届
を
提
出
さ
れ
た
ご
夫

婦
）
も
対
象
と
し
て
い
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の　

・
朱
肉
を
使
用
す
る
印
鑑

・
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
ま

た
は
戸
籍
謄
本
（
３
か
月
以
内

に
発
行
さ
れ
た
も
の
）

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
６
ま
で
。

　

要
支
援
１
・
２
等
の
方
を
対

象
に
、
家
事
援
助
の
み
を
提
供

す
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス
（
緩
和
型

サ
ー
ビ
ス
）
の
従
事
者
と
な
る

た
め
の
研
修
「
市
認
定
ヘ
ル
パ

ー
研
修
」
を
実
施
し
ま
す
。

　

市
認
定
ヘ
ル
パ
ー
は
、
身
体

介
護
は
せ
ず
、
家
事
援
助
に
限

定
さ
れ
た
仕
事
の
た
め
、
介
護

の
経
験
が
な
い
方
で
も
、
一
般

的
な
家
事
の
技
術
が
あ
れ
ば
、

十
分
に
対
応
が
可
能
で
す
。

　

介
護
の
仕
事
は
、
責
任
を
伴

い
ま
す
が
、
や
り
が
い
の
あ
る

仕
事
で
す
。
市
認
定
ヘ
ル
パ
ー

と
し
て
、
活
躍
し
ま
せ
ん
か
。

※
仕
事
を
す
る
に
は
、
緩
和
型

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
に
所
属
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
研
修
内
で
、

市
内
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
の
案
内
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

※
ご
自
宅
で
の
検
温
と
マ
ス
ク

の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
対
象　

緩
和
型
サ
ー
ビ
ス
へ

の
従
事
を
希
望
す
る
方
（
全
３

日
間
参
加
で
き
る
方
）

▽
期
日　

12
月
16
日
㈬
・
17
日

㈭
・
18
日
㈮

▽
時
間　

午
前
９
時
30
分
～
午

後
２
時
15
分
（
１
日
目
は
午
前

10
時
か
ら
）

▽
場
所　

中
央
公
民
館

▽
定
員　

10
人
（
申
込
順
）

▽
内
容　

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ

ン
、
業
務
に
関
す
る
基
本
法
令
、

高
齢
者
の
特
性
、
接
遇
・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
、
求
め

ら
れ
る
役
割
、
対
象
者
に
合
わ

せ
た
生
活
援
助
に
つ
い
て
等

▽
費
用　

無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ　

12
月
15

日
㈫
ま
で
に
高
齢
介
護
課
（
市

役
所
２
階
）・
内
線
１
１
７
９

ま
で
。

　

近
い
将
来
に
要
支
援
・
要
介

護
状
態
に
な
る
リ
ス
ク
の
有
無

に
つ
い
て
把
握
が
で
き
る
「
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
、
毎

年
75
歳
以
上
の
奇
数
年
齢
の
方

に
発
送
し
、
リ
ス
ク
有
の
方
に

は
、
調
査
結
果
を
郵
送
し
て
い

ま
す
。

　

今
年
は
４
３
７
９
人
の
方
に

配
布
し
、
３
９
３
７
人
の
方
か

ら
ご
回
答
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
リ
ス
ク
有
と
判
定
さ

れ
た
方
は
１
２
０
３
人
（
約
３

割
）
で
し
た
。

　

運
動
器
や
、
口
腔
機
能
向
上

が
必
要
と
判
定
さ
れ
た
方
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
リ
ス
ク
有
と
判
定

さ
れ
た
方
の
約
６
割
で
し
た
。

ま
た
、
複
数
の
リ
ス
ク
有
と
判

定
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。

　

こ
の
判
定
の
他
に
、
全
体
の

約
３
割
の
方
が
、
も
の
忘
れ
の

心
配
が
あ
る
、
あ
る
い
は
気
分

が
沈
み
が
ち
で
あ
る
と
判
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

普
段
の
生
活
か
ら
、
介
護
予

防
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。

▽
問
合
せ　

高
齢
介
護
課
・
内

線
１
１
７
９
ま
で
。

　

毎
月
第
４
木
曜
日
に
開
催
し

て
い
る
「
ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ

ほ
の
ぼ
の
」
を
、
11
月
～
令
和

３
年
１
月
は
土
曜
日
に
も
臨
時

開
催
し
ま
す
。
カ
フ
ェ
で
は
認

知
症
等
で
介
護
が
必
要
な
方
、

そ
の
介
護
者
、
地
域
の
方
が
気

軽
に
集
ま
り
、
介
護
の
悩
み
を

話
し
た
り
、
相
談
員
な
ど
に
相

談
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
申
込
不
要
、
出
入
自
由
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、

当
日
体
調
不
良
の
方
、
発
熱
の

あ
る
方
の
参
加
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。
ご
自
宅
で
の
検
温
と
マ

ス
ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
対
象　

市
内
在
住
の
方

▽
期
日　

11
月
28
日
㈯
、
12
月

12
日
㈯
、
令
和
３
年
１
月
23
日

㈯▽
時
間　

午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分

※
徒
歩
、
自
転
車
、
ち
ょ
こ
バ

ス
等
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
参
加
費　

200
円
（
茶
菓
代
）

▽
問
合
せ　

は
～
と
ふ
る
地
域

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
042
―
516

―
３
９
８
２
へ
。

◎高齢者ほっと支援センター及び高齢者見守りぼっくすの所在地等

名称 高齢者見守りぼっくす
ならはし

高齢者見守りぼっくす
しんぼり

高齢者見守りぼっくす
なんがい

場所
奈良橋 4-600 奈良
橋市民センター 2 階
老人福祉センター内

新堀 3-6-1 新堀地
区会館内

南街 2-49-3 在宅サ
ポートセンター内

電話 042-566-8871 042-516-9916 042-590-1330

開所日
火～土曜日（祝日、
年末年始は除く）

月・ 火・ 水・ 金・
土曜日（祝日、年末
年始は除く）

火～土曜日（祝日、
年末年始は除く）

開所時間 午前９時～午後５時 午前９時～午後５時 午前９時～午後５時

担当区域
多摩湖、芋窪、蔵敷、
奈良橋、湖畔、高木、
狭山、上北台 1･2 丁目

清水、仲原、向原、
清原、新堀

上 北 台３丁目、 桜
が丘、立野、中央、
南街

委託法人 社会福祉法人向会 社会福祉法人多摩大和園 社会医療法人財団大和会

家具転倒防止器具等
取付事業

東
大
和
元
気
ゆ
う
ゆ
う

ポ
イ
ン
ト
事
業
の

特
例
に
つ
い
て

金
婚
祝
状

の
贈
呈

防止しましょう
高齢者の交通事故

　交通事故による死者数は減少傾向ですが、65
歳以上の高齢者が占める割合は高くなっています。
交通ルールを守り、交通事故をなくしましょう。
・ 信号を守り、青信号でも必ず右左の安全を確

認してから渡りましょう
・ 道路を渡る時は、遠回りでも横断歩道を渡り

ましょう
・ 近所や通り慣れた道でも油断せず、外出した

ら、車に十分注意しましょう
・ 夕暮れ時から夜間に外出する時は、明るい色

の服装や反射材を身に付けましょう
・ 自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
▷問合せ　東大和警察署☎042-566-0110へ。

市
認
定
ヘ
ル
パ
ー
研
修

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

　
　
調
査
の
結
果
報
告

土
曜
日
に

ケ
ア
ラ
ー
ズ
カ
フ
ェ
開
催
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放置自転車等は撤去します 安全な歩行空間を確保するため、駅近くの放置禁止区域内の歩道などには自転車等を放置しないで
ください／問合せ　土木課・内線1213まで

9 令和2 ・ 11 ・ 15 東やまと市報 市役所☎042−563−2111（代）

市制50周年

さらなる未来へ

　
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん
が
通
勤
、

通
学
等
で
利
用
し
て
い
る
玉
川
上

水
駅
。
今
号
で
は
、
そ
の
駅
前
広

場
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
玉
川
上
水
駅
前
広
場
周
辺
地
域

に
は
、
か
つ
て
米
軍
大
和
基
地
が

あ
り
ま
し
た
。
昭
和
48
年
、
米
軍

大
和
基
地
が
日
本
政
府
に
返
還
さ

れ
、
跡
地
と
な
っ
た
玉
川
上
水
駅

前
広
場
の
光
景
は
バ
ス
の
乗
降
所

等
も
な
く
、
現
在
の
玉
川
上
水
駅

前
広
場
と
比
べ
て
更
地
の
よ
う
な

状
況
で
し
た
。
し
か
し
、
平
成
元

年
か
ら
、
現
在
の
よ
う
な
駅
前
広

場
が
誕
生
し
て
い
き
ま
す
。

　
平
成
元
年
１
月
15
日
号
の
市
報

に
お
い
て
お
知
ら
せ
し
た
玉
川
上

水
駅
前
広
場
実
施
設
計
の
概
要
で

は
、
米
軍
大
和
基
地
跡
地
の
基
盤

整
備
事
業
の
一
環
と
し
て
、
ま
た

玉
川
上
水
駅
を
市
の
西
南
の
玄
関

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
す
る
た
め
、

「
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
の
乗
降
所
等

の
設
置
」、「
広
場
中
央
に
玉
川
上

水
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
流
水
設
備
を

配
置
し
、
周
辺
に
山
桜
、
エ
ゴ
ノ

キ
を
植
え
雑
木
林
の
雰
囲
気
を
つ

く
り
、
市
民
の
い
こ
い
の
場
、
語

ら
い
の
場
と
す
る
」、「
駅
前
広
場

は
米
軍
大
和
基
地
跡
地
に
作
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
基
地
の
中
央
入
口

に
あ
っ
た
石
碑
の
移
設
」
な
ど
の

内
容
を
行
う
こ
と
を
伝
え
て
い
ま

す
。
駅
前
広
場
は
、
平
成
元
年
３

月
に
整
備
工
事
が
始
ま
り
、
平
成

２
年
２
月
１
日
か
ら
使
用
が
開
始

さ
れ
ま
し
た
。
工
事
開
始
か
ら
1

年
以
内
に
使
用
開
始
に
い
た
っ
た

こ
と
か
ら
も
、
事
業
の
早
期
実
現

に
向
け
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　
利
用
者
の
利
便
性
を
図
る
と
と

も
に
“
い
こ
い
”“
ふ
れ
あ
う
”

こ
と
の
で
き
る
場
と
し
て
誕
生
し

た
玉
川
上
水
駅
前
広
場
。
今
日
も

多
く
の
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
ま

す
。

東大和市市制50周年記念連載

第6回　玉川上水駅前広場  

▲整備工事前の玉川上水駅前広場予定地
　（平成元年1月15日号市報より）

あっという間に50年

　

一
定
所
得
以
下
の
世
帯
の
子

ど
も
の
進
学
費
用
を
無
利
子
で

貸
付
け
ま
す
。

▽
対
象
要
件　

下
表
の
全
て
に

該
当
し
、
貸
付
の
対
象
者
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
た
方

▽
貸
付
限
度
額　

学
習
塾
等
の

費
用
は
20
万
円
ま
で
／
高
校
等

の
受
験
料
は
２
万
７
４
０
０
円

羽
村
市
自
然
休
暇
村

清
里
・
八
ヶ
岳
少
年
自
然
の
家
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

ま
で
／
大
学
等
の
受
験
料
は
８

万
円
ま
で

▽
返
済
の
免
除　

進
学
し
、
所

定
の
手
続
き
を
行
う
と
返
済
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

※
制
度
の
ご
利
用
を
お
考
え
の

方
は
、
令
和
３
年
１
月
29
日
㈮

ま
で
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会

☎
042
―
564
―
０
０
１
２
へ
。

◎
病
児
・
病
後
児
保
育

　

病
児
・
病
後
児
保
育
は
お
子

さ
ん
が
病
気
の
た
め
、
保
育
園
、

幼
稚
園
、
小
学
校
等
に
通
園
、

通
学
で
き
な
い
場
合
に
、
保
護

者
に
代
わ
っ
て
保
育
す
る
制
度

で
す
。

▽
対
象　

満
６
か
月
～
小
学
６

年
生
の
お
子
さ
ん

▽
保
育
日
時　

月
～
金
曜
日
の

午
前
８
時
～
午
後
６
時

※
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く

▽
定
員　

６
人
（
申
込
順
）

▽
保
育
料　

１
日
２
０
０
０
円
。

同
一
の
疾
病
に
よ
り
２
日
以
上

連
続
し
て
利
用
す
る
場
合
の
２

日
目
以
降
の
保
育
料
は
１
０
０

０
円
。
市
外
の
方
は
、
登
録
料
、

保
育
料
が
異
な
り
ま
す
。

◎
お
迎
え
サ
ー
ビ
ス

　

在
籍
し
て
い
る
保
育
園
等
で

お
子
さ
ん
が
体
調
不
良
と
な
り
、

保
護
者
が
迎
え
に
行
け
な
い
場

合
に
、
病
児
・
病
後
児
保
育
室

の
保
育
士
が
保
護
者
に
代
わ
っ

て
保
育
園
等
に
お
迎
え
に
行
き
、

同
保
育
室
で
保
育
し
ま
す
。
な

お
、
対
象
年
齢
、
利
用
方
法
等

が
通
常
利
用
の
場
合
と
異
な
り

ま
す
。

▽
利
用
要
件
（
次
の
全
て
の
条

件
に
該
当
）　

市
内
に
住
所
を

有
し
、
市
内
に
所
在
す
る
保
育

園
、
認
定
こ
ど
も
園
、
小
規
模

保
育
、
家
庭
的
保
育
、
認
証
保

育
所
、
幼
稚
園
在
籍
児
童
で
満

６
か
月
～
小
学
校
就
学
前
の
お

子
さ
ん
。
発
熱
等
で
入
院
加
療

を
必
要
と
し
な
い
場
合

▽
利
用
方
法　

保
育
園
等
か
ら

児
童
の
体
調
不
良
に
よ
る
お
迎

え
の
依
頼
の
連
絡
が
あ
っ
た
後

に
、
病
児
・
病
後
児
保
育
室
に

電
話
で
申
込
み

※
当
日
の
保
育
室
の
利
用
状
況
、

保
育
士
の
配
置
状
況
に
よ
り
利

用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
費
用　

お
迎
え
サ
ー
ビ
ス
利

用
に
伴
う
交
通
費
等
の
実
費
は
、

徴
収
し
ま
せ
ん
。
保
育
料
は
別

途
徴
収
し
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

▽
場
所
・
申
込
み　

す
こ
や
か

病
児
・
病
後
児
保
育
室
（
中
央

4
―
853
―
6
）
☎
042
―
590
―
０

４
１
５

※
原
則
、
病
児
・
病
後
児
保
育

室
に
お
い
て
、
事
前
の
利
用
登

録
（
無
料
）
が
必
要
で
す
。

※
１
歳
６
か
月
を
過
ぎ
た
Ｍ
Ｒ

ワ
ク
チ
ン
未
接
種
の
お
子
さ
ん

は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
水
痘
を

患
っ
て
い
る
お
子
さ
ん
が
入
室

予
定
の
日
に
は
、
水
痘
ワ
ク
チ

ン
未
接
種
の
お
子
さ
ん
は
利
用

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▪
以
上
の
問
合
せ
は
、
保
育
課

・
内
線
１
７
５
６
ま
で
。

　

羽
村
市
自
然
休
暇
村
（
山
梨

県
北
杜
市
高
根
町
清
里
３
５
４

５
―
３
８
７
７
）
は
、
山
梨
県

の
清
里
高
原
に
あ
る
体
験
型
大

型
宿
泊
施
設
で
す
。
天
体
観
測

室
、
体
育
館
、
キ
ャ
ン
プ
場
等

を
備
え
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が

羽
村
市
自
然
休
暇
村
を
利
用
し

や
す
い
よ
う
、
運
営
管
理
事
業

者
と
割
引
協
定
を
結
ん
で
い
ま

す
。
予
約
は
利
用
日
の
３
か
月

前
か
ら
可
能
（
通
常
料
金
）
と

な
り
、
利
用
日
の
１
か
月
前
か

ら
前
日
ま
で
の
予
約
分
に
つ
い

て
は
羽
村
市
民
と
同
一
料
金

（
割
引
料
金
）
で
利
用
で
き
ま

す
。

▽
施
設
案
内
の
配
布　

市
役
所

１
階
入
口
ホ
ー
ル
、
地
域
振
興

課
（
市
役
所
３
階
）

▽
問
合
せ　

羽
村
市
自
然
休
暇

村
☎
０
５
５
１
─
48
─
４
０
１

７
／
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
１

２
０
─
47
─
４
０
１
７
（
携
帯

不
可
）
へ
。

受験生
チャレンジ支援

貸付事業

病児・病後児保育と
お迎えサービス

受験生チャレンジ支援貸付事業の対象要件
①世帯の生計中心者（20歳以上）であること
② 世帯収入（父母等養育者）の総収入または総所

得を合算した金額が一定の基準以下であること
※ 貸付物件に住んでいる方は、年額上限84万円
（月額上限7万円）を限度に家賃支払額を本人
収入から控除できる場合があります。

③ 世帯員の預貯金等資産の保有額が600万円以下
であること

④ 世帯員が土地・建物を所有していないこと（現
在住んでいる場所の土地・建物は除く）

⑤都内に引き続き1年以上在住していること
⑥ 生活保護受給世帯の世帯主または構成員でない

こと
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成3年法律77号）第2条第6号に規定する暴
力団員が属する世帯の構成員でないこと

※原則として、連帯保証人が必要です。

ひとり親家庭等の手当・助成制度のご案内
　受給するには申請が必要です。下記のいずれかの支給要件の状態にある児童を養育している父、母または養育者に該当する方はご相談ください。所得制限や申請
に必要な書類等は、お問い合わせいただくか市のホームページをご覧ください。所得が下がったことなどにより新たに制度の対象となる場合は、他の制度を受けて
いても申請が必要です。

名称 所得制限 児童の年齢・支給要件 手当月額・助成内容等

児童扶養手当 あり
※申請者、扶養義
務者（同居親族）、
配偶者

18 歳に達した日以後の
最初の 3 月 31 日まで
※一定の障害がある場
合は 20 歳未満

下記のいずれかの状態にある児童を養育している方
・父母が婚姻を解消
・父または母が死亡　　　　　　　  
・父または母が重度の障害を有する
・父または母が保護命令を受けた
・父または母が生死不明
・ 父または母に引き続き１年以上遺棄されている
・ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている
・婚姻によらないで生まれた など

支給対象児童
・1 人　10,180 円～ 43,160 円
・2 人　15,280 円～ 53,350 円
・3 人以上　１人につき、3,060 円～ 6,110 円ずつ加算
※受給者の所得により変動。

ひとり親家庭等
医療費助成

受給者と子の保険診療分の自己負担額が３割から 1 割に
なる。住民税非課税世帯は自己負担額が０円。
※食事療養標準負担額等の自己負担あり。

児
童
育
成
手
当

育成手当

あり
※申請者、配偶者

18 歳に達した日以後の
最初の 3 月 31 日まで 児童 1 人につき 13,500 円

障害手当 20 歳未満

下記のいずれかに該当する児童を養育している方
・ 「愛の手帳」１～３度程度または知的障害で特別児童

扶養手当を受けている
・「身体障害者手帳」１・２級程度 
・脳性まひ、進行性筋萎縮症

児童 1 人につき 15,500 円

▷問合せ　子育て支援課・内線 1761 まで。
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ス
ク
持
参
／
当
日
自
宅
で
の
検

温
を
お
願
い
し
ま
す
／
健
診
結

果
を
お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

■
糖
尿
病
予
防
教
室（
保
育
付
）

　
「
気
づ
い
て
く
だ
さ
い
！
糖

尿
病
予
防
の
大
切
さ
」

　

糖
尿
病
は
自
分
で
は
気
づ
か

な
い
間
に
発
症
、
進
行
し
ま
す
。

現
在
、
健
診
結
果
に
問
題
の
な

い
方
も
今
か
ら
予
防
に
取
り
組

む
こ
と
で
、
糖
尿
病
に
な
る
危

険
性
を
減
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、

健
康
的
な
生
活
に
つ
な
げ
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
皆
さ
ん
で
楽

し
く
糖
尿
病
予
防
の
ポ
イ
ン
ト

に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
。

　

概
ね
64
歳
ま
で
の
方
／
日
時

等
は
左
表
の
と
お
り
／
場
所

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
10
人

程
度
（
申
込
順
）

■
薬
物
乱
用
防
止
ポ
ス
タ
ー
・

標
語
の
展
示

　

市
内
在
住
・
在
学
の
中
学
生

の
入
賞
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　

11
月
18
日
㈬
ま
で
／
場
所

市
役
所
１
階
入
口
ホ
ー
ル

▪
以
上
の
申
込
み
・
問
合
せ
は
、

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
042
―
565

―
５
２
１
１
ま
で
。

【
検
診
の
申
込
方
法
】

・
は
が
き
：
次
の
と
お
り
記
入

し
、12
月
８
日
㈫（
消
印
有
効
）

ま
で
に
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
は
が
き
１
枚
に
つ
き
１
人
１

検
診
の
申
込
み
と
し
ま
す
。
子

宮
頸
が
ん
検
診
は
第
１
～
３
希

望
医
療
機
関
を
記
入
。

・
窓
口
：
12
月
８
日
㈫
午
後
５

時
ま
で
に
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
電
子
申
請
（
子
宮
頸
が
ん
の

み
）：
12
月
８
日
㈫
ま
で
に
、

市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
初
め
て
の
方
を
優
先
。
申
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
を
実
施
。

※
12
月
下
旬
に
、
受
診
可
能
な

方
へ
検
診
票
を
送
付
予
定
。

※
申
込
み
の
問
合
せ
は
、
12
月

８
日
㈫
午
後
５
時
ま
で
に
お
願

い
し
ま
す
。

※
申
込
み
に
不
備
が
あ
る
場
合

は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。

▪
以
上
の
問
合
せ
は
、
市
立
保

健
セ
ン
タ
ー
☎
042
―
565
―
５
２

１
１
ま
で
。

費
通
知
を
送
付
し
ま
す
。
被
保

険
者
が
、
令
和
元
年
11
月
～
令

和
２
年
６
月
の
間
に
医
療
機
関

で
受
診
し
た
際
の
医
療
費
等
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
自
己
負
担

額
が
軽
減
さ
れ
る
方
を
除
き
、

医
療
費
の
額
の
う
ち
、３
割（
未

就
学
児
は
２
割
、
70
歳
以
上
の

高
齢
者
の
方
は
２
割
～
３
割
。

高
額
療
養
費
に
該
当
す
る
場
合

は
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
）
の

残
り
は
国
保
税
や
国
の
負
担
金

な
ど
で
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。
適

切
な
受
診
は
、
国
保
財
政
の
健

全
化
に
つ
な
が
り
ま
す
。
国
保

の
運
営
に
ご
理
解
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
な
お
、
通
知
の

送
付
に
あ
た
り
申
請
等
の
手
続

き
を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
通
知
は
、
医
療
費
控
除
の

申
告
手
続
き
で
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
医
療
費
控
除
の

申
告
に
関
す
る
こ
と
は
、
税
務

署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

／
保
険
年
金
課
・
内
線
１
０
３

０
ま
で
。

■
男
女
共
同
参
画
川
柳
メ
モ
帳

を
作
り
ま
し
た

　

昨
年
度
の
入
賞
作
品
が
入
っ

た
メ
モ
帳
を
作
成
し
ま
し
た
。

地
域
振
興
課
（
市
役
所
３
階
）、

市
民
セ
ン
タ
ー
、
公
民
館
、
図

書
館
や
男
女
共
同
参
画
の
イ
ベ

ン
ト
等
で
配
布
し
て
い
ま
す
／

地
域
振
興
課
・
内
線
１
７
１
５

ま
で
。

■
審
議
会
等

　

審
議
会
等
の
傍
聴
が
で
き
ま

す（
当
日
先
着
順
）。
当
日
直
接

会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
（
申

込
不
要
）。

◎
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

会
議

　

11
月
21
日
㈯
午
前
９
時
30
分

か
ら
／
場
所　

市
役
所
会
議
棟

第
６
会
議
室
／
傍
聴
人
の
定
員

５
人
／
詳
し
く
は
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
／
企

画
課
・
内
線
１
４
２
２
ま
で
。

◎
都
市
計
画
審
議
会

　

11
月
24
日
㈫
午
前
10
時
30
分

か
ら
／
場
所　

市
役
所
会
議
棟

第
６
会
議
室
／
傍
聴
人
の
定
員

10
人
／
都
市
計
画
課
・
内
線
１

２
５
６
ま
で
。

■
新
し
い
選
挙
管
理
委
員
会
委

員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た

　

９
月
開
催
の
第
３
回
東
大
和

市
議
会
定
例
会
で
、
次
の
方
が

新
た
に
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

に
選
出
さ
れ
、
10
月
11
日
の
選

挙
管
理
委
員
会
で
委
員
長
及
び

委
員
長
職
務
代
理
者
が
決
ま
り

ま
し
た
。
委
員
の
任
期
は
、
令

和
２
年
10
月
11
日
～
令
和
６
年

10
月
10
日
の
４
年
間
で
す
。

委
員
長　

大
村
英
雄
／
委
員
長

職
務
代
理
者　

小
嶋
啓
隆
／
委

員　

西
永
宣
昭
、
北
田
和
雄
／

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
・
内

線
１
５
９
２
ま
で
。

■
医
療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
制

度
と
健
康
に
対
す
る
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
、
年
２
回

（
11
月
・
２
月
）、
国
保
に
加

入
し
て
い
る
方
（
被
保
険
者
）

が
い
る
世
帯
の
世
帯
主
に
医
療

■
育
児
相
談
会
か
ん
が
る
ー
グ

ル
ー
プ

　

小
さ
く
生
ま
れ
た
お
子
さ
ん

や
発
達
に
不
安
や
心
配
を
抱
え

て
い
る
家
族
（
保
護
者
の
み
の

参
加
も
歓
迎
）
／
11
月
27
日
㈮

午
前
９
時
30
分
～
11
時
／
場
所

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー
／
子
育
て

に
つ
い
て
の
情
報
交
換
や
小
児

科
医
と
の
相
談
が
で
き
ま
す
／

母
子
健
康
手
帳
、
マ
ス
ク
／
当

日
検
温
を
し
て
直
接
会
場
に
お

越
し
く
だ
さ
い
。
ご
家
族
の
中

に
体
調
不
良
の
方
が
い
る
場
合

は
参
加
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

■
育
児
相
談
会
～
イ
ル
カ
グ
ル

ー
プ
（
事
前
申
込
制
）

　

同
年
代
の
お
母
さ
ん
と
楽
し

く
お
し
ゃ
べ
り
し
ま
せ
ん
か
。

　

35
歳
以
上
で
第
１
子
を
出
産

し
た
お
母
さ
ん
と
そ
の
お
子
さ

ん（
１
歳
４
か
月
ま
で
）／
12
月

２
日
㈬
午
前
９
時
30
分
～
11
時

／
場
所　

市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

／
母
子
健
康
手
帳
、
マ
ス
ク
／

初
め
て
の
方
優
先

■
ス
マ
イ
ル
ク
ラ
ス
（
４
歳
児

歯
み
が
き
教
室
）

　

市
内
在
住
の
４
歳
児
と
そ
の

保
護
者
／
12
月
２
日
㈬
午
後
１

時
30
分
～
３
時
／
場
所　

市
立

保
健
セ
ン
タ
ー
／
６
組
程
度

（
要
予
約
）／
唾
液
ｐ
Ｈ
（
ペ
ー

ハ
ー
）
テ
ス
ト
、
歯
科
医
師
講

話
（
保
護
者
向
け
）、
自
分
磨

き
の
練
習
、
歯
科
健
診
、
歯
み

が
き
指
導
な
ど
／
歯
ブ
ラ
シ
、

コ
ッ
プ
、
母
子
健
康
手
帳
、
バ

ス
タ
オ
ル
、お
も
ち
ゃ
、マ
ス
ク

■
初
め
て
の
離
乳
食
講
習
会

（
４
～
６
か
月
）

　

生
後
４
～
６
か
月
の
乳
児
の

保
護
者
／
12
月
17
日
㈭
①
午
後

１
時
30
分
～
２
時
30
分
②
午
後

３
時
～
４
時
／
場
所　

市
立
保

健
セ
ン
タ
ー
／
８
人
（
申
込
順
。

各
回
４
人
）
／
電
子
申
請
受
付

可
／
離
乳
食
の
進
め
方･

作
り

方
の
話
、
栄
養
士
に
よ
る
作
り

方
の
実
演
、
個
別
相
談
／
母
子

健
康
手
帳
、
筆
記
用
具
、
お
ん

ぶ
ひ
も
ま
た
は
だ
っ
こ
ひ
も
、

バ
ス
タ
オ
ル
、
マ
ス
ク

■
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

気
持
ち
が
不
安
定
に
な
り
、

専
門
医
に
受
診
す
べ
き
か
ど
う

か
悩
ん
で
い
る
方
や
そ
の
ご
家

族
の
た
め
に
、
専
門
医
が
相
談

を
お
受
け
し
ま
す
／
12
月
２
日

㈬
午
前
10
時
～
正
午
（
事
前
予

約
制
）
／
場
所　

市
立
保
健
セ

ン
タ
ー
／
専
門
の
医
師
に
よ
る

相
談

■
成
人
健
康
相
談

　

健
康
相
談
に
保
健
師
・
栄
養

士
が
応
じ
ま
す
（
歯
科
に
関
す

る
ご
相
談
は
、
事
前
に
相
談
内

容
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
）
／

12
月
４
日
㈮
午
前
10
時
～
11
時

30
分
／
場
所　

市
立
保
健
セ
ン

タ
ー
／
予
約
不
要
。
当
日
直
接

会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
／
マ

■
な
ん
が
い
児
童
館
～
「
な
ん

じ
ど
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
２
０
２

０
」
を
開
催

　

ク
リ
ス
マ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
楽
し
い
ゲ
ー
ム
コ
ー
ナ
ー
が

あ
り
ま
す
／
小
学
生
／
12
月
５

日
㈯
午
後
１
時
30
分
～
4
時

（
30
分
入
替
制
）
／
場
所　

な

ん
が
い
児
童
館
／
各
回
25
人

（
４
回
）
／
無
料
／
11
月
17
日

㈫
か
ら
、
な
ん
が
い
児
童
館
で

チ
ケ
ッ
ト
の
受
け
付
け
を
し
ま

す
（
無
く
な
り
次
第
終
了
）
／

な
ん
が
い
児
童
館
☎
042
―
567
―

２
４
４
１
ま
で
。

■
今
年
度
の
狂
犬
病
予
防
注
射

は
お
済
み
で
す
か

　

狂
犬
病
予
防
法
で
は
、
生
後

91
日
以
上
の
飼
い
犬
に
は
毎
年

１
回
、
４
月
～
６
月
の
間
に
狂

犬
病
予
防
注
射
を
受
け
さ
せ
、

注
射
済
票
を
犬
に
装
着
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
今
年
度
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る

や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
接

種
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
12

月
31
日
㈭
ま
で
に
接
種
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
速
や
か
に
動
物
病
院
で

注
射
を
受
け
、
環
境
課
で
注
射

済
票
の
交
付
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
／
飼
い
犬
の
登
録
を
し

て
い
な
い
方
も
、
環
境
課
で
手

続
き
が
必
要
で
す
／
費
用
（
１

頭
）　

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票

の
交
付
：
550
円
。
飼
い
犬
の
登

録（
未
登
録
の
方
）：
３
０
０
０

円
／
持
ち
物　

病
院
の
注
射
済

証（
証
明
書
）、市
の
は
が
き（
お

持
ち
の
方
の
み
）／
環
境
課
・

内
線
１
２
７
２
ま
で
。

情報マップ

◎
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

　

市
内
在
住
で
、
今
ま
で
に
市

の
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診
を
受
け

て
い
な
い
40
歳
以
上
の
方
／
令

和
３
年
１
月
４
日
㈪
～
２
月
28

日
㈰
（
医
療
機
関
の
休
診
日
は

除
く
）
／
場
所　

指
定
医
療
機

関
／
50
人
（
抽
選
）
／
問
診
、

血
液
検
査

◎
子
宮
頸
が
ん
検
診
（
後
期
）

　

市
内
在
住
で
20
歳
以
上
の
女

性
。次
の
方
は
除
く〔
平
成
31
年

４
月
～
令
和
２
年
12
月
に
市
ま

た
は
ク
ー
ポ
ン
券
に
よ
る
子
宮

頸
が
ん
検
診
を
受
け
た
（
受
け

る
）方
、今
年
度
子
宮
頸
が
ん
検

診
ク
ー
ポ
ン
券
対
象
の
方
、
子

宮
頸
が
ん
の
治
療
中
・
経
過
観

察
中
の
方
〕／
令
和
３
年
１
月

４
日
㈪
～
２
月
28
日
㈰
（
医
療

機
関
の
休
診
日
は
除
く
）：
阿

部
産
婦
人
科
、
川
田
医
院
、
東

大
和
病
院
附
属
セ
ン
ト
ラ
ル
ク

リ
ニ
ッ
ク
、
レ
デ
ィ
ー
ス
ク
リ

ニ
ッ
ク
マ
リ
ア
ヴ
ィ
ラ
／
725
人

（
抽
選
）
／
問
診
、
子
宮
頸
部

の
細
胞
採
取
と
検
査

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
・

子
宮
頸
が
ん
検
診

日時 内容・講師 持ち物
12月5日㈯
午後1時30分～3時
保育：2人

（4か月～1歳4か月）

医師の講話（關雅之氏: 
日本糖尿病協会登録医)
歯科の講話（歯科衛生士）

筆記用具、マスク、
健康手帳（お持ちの方）

12月9日㈬
午後1時30分～3時30分
保育：3人

（4か月～1歳4か月）

運動の実技と講話
（運動指導士）
血管年齢測定と説明

（保健師、看護師）

筆記用具、マスク、健康
手帳（お持ちの方）、動き
やすい服装、飲みもの

12月10日㈭
午前9時30分～11時
保育：3人

（4か月～1歳4か月）

栄養の講話、
レシピ紹介（栄養士）

筆記用具、マスク、
健康手帳（お持ちの方）

東大和市中央 3-918-1
東大和市立保健センター  行
｢〇〇検診｣
（希望する検診名を必ず明記）
　　　　　　　

１．申込者の住所
２．氏名（ふりがな）
３．生年月日・年齢・性別
　【子宮頸がん検診の場合　以下も記入】
　４．医療機関名
　第１希望　○○医療機関名
　第２希望　○○医療機関名
　第３希望　○○医療機関名
　※必ず第３希望までの医療機関名
　を記入してください。

　（はがき裏）

　（はがき表）

63円分
の切手

2 0 7 -  0  0  1  5
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■
自
衛
官
（
陸
上
自
衛
隊
高
等

工
科
学
校
生
徒
）
募
集

　

15
歳
以
上
17
歳
未
満
の
男
子

（
令
和
３
年
４
月
１
日
現
在
）

／
受
付
期
間　

推
薦
：
11
月
30

日
㈪
ま
で
。
一
般
：
令
和
３
年

１
月
６
日
㈬
ま
で
／
試
験
日

推
薦
：
令
和
３
年
１
月
10
日
㈰

ま
た
は
、
１
月
11
日
㈪
の
指
定

す
る
１
日
。
一
般
：
令
和
3
年

１
月
23
日
㈯
／
自
衛
官
候
補
生

に
つ
い
て
は
、
年
間
を
通
じ
て

募
集
／
■問
防
衛
省
国
分
寺
募
集

案
内
所
042
―
324
―
１
０
１
０

■
11
月
は
「
労
働
保
険
適
用
促

進
強
化
期
間
」

　

社
員
、
従
業
員
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
１
人
で
も
雇
っ
て
い
る

会
社
は
、
す
ぐ
に
労
働
保
険

（
労
災
・
雇
用
）に
加
入
を
。
ま

だ
手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
事

業
主
の
方
は
、
管
轄
の
公
共
職

業
安
定
所
・
労
働
基
準
監
督
署

に
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
／

■問
立
川
公
共
職
業
安
定
所
042
―

525
―
８
６
０
２
、
立
川
労
働
基

準
監
督
署
042
―
523
―
４
４
７
４

■
多
摩
立
川
保
健
所
庁
舎
移
転

の
お
知
ら
せ

　

11
月
24
日
㈫
か
ら
東
京
都
立

川
福
祉
保
健
庁
舎
内
（
立
川
市

用
端
末
に
通
し
て
暗
証
番
号
を

入
力
す
る
こ
と
で
、
口
座
振
替

の
申
込
み
が
で
き
る
ペ
イ
ジ
ー

口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
を
行

っ
て
い
ま
す
（
金
融
機
関
の
届

出
印
は
不
要
で
す
）。

▽
問
合
せ　

納
税
課
・
内
線

１
０
9
１
ま
で
。

◎
図
書
館
の
新
着
資
料
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ほ
ん
・
本
・
B
O
O
K

■
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
会
員
募
集

（
東
大
和
市
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト

育
成
会
）
／
新
小
学
１
年
生
～

大
学
生
年
代
／
■場
公
民
館
、
下

立
野
林
間
こ
ど
も
広
場
他
／
活

動
に
興
味
の
あ
る
方
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
常
時
受
け
付
け
し
て

い
ま
す
／
■入
五
千
円
／
■月
二
千

五
百
円
／
■問
才
郷
042
―
564
―
６

７
３
３
（
フ
ァ
ク
ス
兼
用
）

　

平
日
に
納
税
相
談
や
納
付

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
の
た

め
に
、
土
曜
開
庁
に
伴
う
収
納

窓
口
を
次
の
と
お
り
開
設
し
ま

す
。

▽
土
曜
収
納
窓
口　

毎
週
土
曜

日
午
前
８
時
30
分
～
正
午

※
土
曜
収
納
窓
口
で
の
納
税
相

談
は
、
円
滑
に
相
談
が
で
き
る

よ
う
に
事
前
予
約
制
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
金
曜
日
の
午

後
５
時
ま
で
に
納
税
課
へ
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
相
談
時
間
が
重

な
る
場
合
は
申
込
順
と
し
ま
す
。

【
市
税
・
国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
方
法
に
は
簡
単
便
利
な
口

座
振
替
も
あ
り
ま
す
】

　

納
税
課
（
市
役
所
１
階
）
で

は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
専

納期限　11月 30 日（月）
・国民健康保険税　　　　　　　　第 5期
・介護保険料　　　　　　　　　　第 5期
　　　問合せは、高齢介護課・内線 1136 まで
　・後期高齢者医療保険料　　　　　第 5期
　　　問合せは、保険年金課・内線 1026 まで

《今月の納期》

　

電
話
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
予
約
が
で
き
ま
す
（
デ
イ
ジ
ー

図
書
の
利
用
は
障
害
者
登
録
を
し
て
い
る
方
に
限
り
ま
す
）。

▽
問
合
せ　

中
央
図
書
館
☎
042
―
564
―
２
４
５
４
ま
で
。

〈
一
般
書
〉

・
ク
ワ
バ
カ
　
　

中
村 

計 

著

・
潜
水
士
の
道

鉄 

芳
松 

著

・
デ
ス
・
レ
タ
ー
山
田 

正
紀 

著

・
青
空
応
援
団

平 

了 

著

〈
デ
イ
ジ
ー
図
書
〉

・
声
め
ぐ
り

齋
藤 

陽
道 

著
〈
児
童
書
〉

・
し
ょ
う
ぼ
う
し
の
く
ま
さ
ん

　
　

 

ウ
ォ
ー
ジ
ン
ト
ン
，

　
　

 

フ
ィ
ー
ビ
、ウ
ィ
リ
ア
ム
，

　
　

 

オ
リ
バ
ー 

共 

作

・
珪
藻
美
術
館

奥 

修 

文
・
写
真

※
凡
例　

■場
場
所
、■講
講
師
、■費
費
用
（
記

載
な
し
は
無
料
）、
■入
入
会
金
、
■月
月
会 

費
、
■年
年
会
費
、
■持
持
ち
物
、
■問
問
合
せ
、

■申
申
込
み

※
市
の
主
催
事
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
申

込
み
や
問
合
せ
は
、
記
事
の
主
催
者
へ
お

願
い
し
ま
す
。

■
野
火
止
用
水
６
市
共
同
ク
リ

ー
ン
デ
ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　

野
火
止
用
水
沿
川
の
６
市

（
東
大
和
市
、
立
川
市
、
小
平

市
、
東
村
山
市
、
東
久
留
米
市
、

清
瀬
市
）
が
、
同
日
一
斉
に
保

全
活
動
（
ご
み
拾
い
等
）
を
行

い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ

さ
い
。

　

市
内
在
住
・
在
勤
・
企
業
等

の
方
／
12
月
5
日
㈯
午
前
10
時

～
正
午
（
小
雨
決
行
）
／
東
大

和
市
駅
ス
ケ
ー
ト
場
前
午
前
９

時
30
分
集
合
／
20
人（
申
込
順
）

／
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
で
ご
参

加
く
だ
さ
い
／
申
込
み　

11
月

30
日
㈪
ま
で
に
環
境
課
・
内
線

１
２
７
３
ま
で
。

■
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
（
ビ
ジ

ネ
ス
ト
）
創
業
準
備
・
新
規
事

業
コ
ー
ス
（
令
和
３
年
１
月
４

日
利
用
開
始
）
募
集
中　

　

創
業
を
目
指
し
て
い
る
個
人
、

創
業
間
も
な
い
法
人
へ
専
属
サ

ポ
ー
タ
ー
が
支
援
サ
ー
ビ
ス

（
ビ
ジ
ネ
ス
ア
イ
デ
ア
構
築
、

テ
ス
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
、
プ

レ
ゼ
ン
資
料
作
り
等
）
を
支
援

す
る
コ
ー
ス
で
す
。
こ
の
他
の

コ
ー
ス
は
随
時
利
用
申
込
を
受

付
中
で
す
／
場
所　

Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ

Ｎ
ｅ
ｓ
ｔ
（
中
小
企
業
大
学
校

東
京
校
内
）
／
申
込
期
限　

11

月
30
日
㈪
／
各
コ
ー
ス
の
支
援

内
容
、
利
用
料
金
、
利
用
可
能

期
間
等
詳
細
は
、
中
小
機
構
ビ

ジ
ネ
ス
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
／
Ｂ
ｕ
ｓ
ｉ
Ｎ

ｅ
ｓ
ｔ
担
当
☎
042
―
565
―
１
１

９
５
へ
。

■
社
会
福
祉
協
議
会

◎
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
～
協
力
会
員
募
集
～

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
で
は
、
協
力
会
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
活
動
内
容

は
、
小
学
生
ま
で
の
お
子
さ
ん

の
い
る
家
庭
の
子
育
て
支
援
、

産
前
産
後
の
方
の
い
る
家
庭
や
、

高
齢
者
・
障
害
者
等
へ
の
家
事

支
援
な
ど
で
、
住
民
に
よ
る
有

償
の
相
互
援
助
活
動
で
す
。
協

力
会
員
と
し
て
登
録
す
る
に
は
、

さ
わ
や
か
講
座
の
受
講
が
必
要

で
す
（
ヘ
ル
パ
ー
・
看
護
師･

保
育
士
な
ど
の
有
資
格
者
大
歓

迎
）／
１
時
間
の
活
動
で
900
円

～
１
１
０
０
円
の
謝
礼
を
お
支

払
い
し
ま
す
が
、
お
仕
事
で
は

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
決
ま
っ
た

額
の
収
入
を
見
込
め
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
／
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

（
社
会
福
祉
協
議
会
内
）
☎
042

便秘のお話

　たかが便秘、されど便秘。週1回の排便
でも不快のない人もいれば、毎日排便があ
ってもスッキリしない残便感に悩まされて
いる人もいます。排便のとらえ方は様々で
すが、体外に排出すべき糞

ふん

便を十分量かつ
快適に排出できない状態を『慢性便秘症』
といいます。
　生活習慣やストレス、環境の変化、加齢
など様々な原因によって引き起こされ、子
どもから若い女性、高齢者まで幅広い年代
の人が悩んでいます。
　便秘の原因は大きく二つに分けて、排便
の回数が少なくなったり、便が出にくい症
状を呈する「機能性便秘」と、大腸がんな
どのように、便の通り道をふさぐことによ
る「器質性便秘」があり、便秘のタイプや
原因に合わせた治療が必要となります。市
販の便秘薬を誤った自己判断で使用を続け
ると、かえって便秘が治りにくくなったり、
大腸過敏など別の病気を引き起こす場合も
あります。まずはかかりつけ医に相談し、
病院で正しい診断を受けましょう。
　日常生活の中でできる便秘対策としては、
食事や運動など生活習慣の改善のほか、排
便時の姿勢が大切です。洋式トイレの便座
に座って前かがみの姿勢（35度が目安）
をとることで、直腸から肛門までがまっす
ぐになり、自然に便が出やすくなります。
小さいお子さんの場合は足が床に届かず不
安定な状態となるため、足を乗せる台があ
るとお腹に力を入れる姿勢を取りやすくな
り、排便がスムーズにできるようになりま
す。
　たかが便秘、されど便秘。便秘を正しく
知って、快適な排便を目指しましょう。

公益社団法人東大和市医師会

柴
崎
町
2
―
21
―
19
）
へ
移
転

し
ま
す
／
■問
多
摩
立
川
保
健
所

042
―
524
―
５
１
７
１

■
「
と
ち
ょ
う
電
力
プ
ラ
ン
」

～
太
陽
光
余
剰
電
力
の
買
取
期

間
（
Ｆ
Ｉ
Ｔ
）
が
満
了
と
な
る

方
へ

　

東
京
都
は
、
都
有
施
設
で
使

用
す
る
電
力
の
再
生
可
能
エ
ネ

ル
ギ
ー
100
％
化
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
今
年
度
、
都
内
の
ご
家

庭
の
太
陽
光
発
電
で
発
電
さ
れ

た
卒
Ｆ
Ｉ
Ｔ
電
力
を
含
む
再
生

可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
100
％
の
電
力

を
特
別
支
援
学
校
や
廃
棄
物
埋

立
管
理
事
務
所
な
ど
の
都
有
施

設
で
活
用
す
る
「
と
ち
ょ
う
電

力
プ
ラ
ン
」
を
実
施
し
ま
す
。

太
陽
光
パ
ネ
ル
設
置
後
10
年
超

の
方
は
、
家
庭
で
使
い
き
れ
な

か
っ
た
電
力
の
販
売
先
と
し
て

検
討
し
て
く
だ
さ
い
／
■問
東
京

都
環
境
局
地
球
環
境
エ
ネ
ル
ギ

ー
部
計
画
課
03
―
５
３
２
０
―

７
７
８
４

―
567
―
０
０
１
３
へ
。

◎「
あ
ん
し
ん
講
座（
実
践
編
）」

　

成
年
後
見
制
度
に
お
け
る
家

庭
裁
判
所
へ
の
申
立
て
や
後
見

人
等
の
業
務
、
ま
た
、
新
し
い

相
続
法
等
を
知
り
た
い
方
、
講

座
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

市
内
在
住
・
在
勤
ま
た
は
市

内
で
後
見
人
等
と
し
て
活
動
し

て
い
る
方
／
第
１
回
：
12
月
８

日
㈫
「
後
見
等
申
立
て
書
類
の

書
き
方
」
と
「
後
見
人
等
の
具

体
的
な
業
務
と
注
意
事
項
」、　

第
２
回
：
令
和
３
年
１
月
12
日

㈫ 

「
新
し
い
相
続
法
と
遺
言
に

つ
い
て
」
／
各
回
午
前
10
時
～

正
午
／
場
所　

社
会
福
祉
協
議

会
／
15
人
（
申
込
順
）
／
講
師

鈴
木
加
津
志
氏
（
鈴
木
加
津
志

司
法
書
士
事
務
所
）
／
無
料
／

マ
ス
ク
着
用
必
須
。
入
室
時
に

検
温
、
ア
ル
コ
ー
ル
消
毒
を
実

施
／
申
込
み　

各
回
１
週
間
前

ま
で
に
電
話
か
フ
ァ
ク
ス
（
手

話
通
訳
が
必
要
な
方
は
申
込
時

に
申
し
出
く
だ
さ
い
）
／
社
会

福
祉
協
議
会
あ
ん
し
ん
東
大
和

☎
042
―
590
―
０
０
１
８
、
フ
ァ

ク
ス
042
―
564
―
３
６
８
０
へ
。

平日及び土曜日に電話による納税の案内を行っています。番号042-566-8551及び042-563-9886から着信があった場合には折り返し電話いただく
ようお願いします。市税・国民健康保険税はインターネットを利用してクレジットカードで24時間納付できます／問合せ　納税課・内線1091まで
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窓口販売：午前9時～午後8時30分
電話予約：午前9時～午後5時 ☎042-590-4414

毎週月曜日休館・祝日の場合は翌日休館
問 合 せ：午前9時～午後8時30分　☎042-590-4411

■�【延期公演】佐藤采香ユーフォニアム
リサイタル�癒しの響きをあなたにユーフォ
for・YOU!
12月5日 ㈯ 午 後3
時開演／小ホー
ル／全席指定／
一般1,500円（友の
会1,200円）／国内
外のコンクールで
の華々しい活躍、柔らかな音色、深い音楽性、
圧倒的な技術で世界の注目を集める佐藤采香
のソロコンサート／出演：佐藤采香（ユーフォニ
アム）、清水初海（ピアノ）／未就学児入場不可。

■【上映間近】ハミングシネマ「愛と死の記録」
11月25日㈬午後3時30分開演／小ホール／全席指定／一般･友の会500円／渡哲也と吉永小百合の

「映画初共演！」感動の名作映画をワンコインで／未就学児入場不可。

［ご注意］　全ての公演とも、マスク着用を必須とさせていただきます。
詳細につきましてはハミングホールのホームページをご覧ください。

■【延期公演】ゆったり日和のラブソング

※本上映では席間を空けずに発売します。

■ロビーコンサート�vol.237
『東大和の音楽家たち パート35 ～音楽の愉しみ～』 
 11月25日㈬正午開演／入場無料

大・小ホールは令和3年12月分、その他の施設は
令和3年6月分です。なお、市民を対象とした調整
会議は、12月1日㈫午後1時30分から行います。

毎日観られる打ち上げ花火！？
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で
一つ一つの行動が慎重になり夏の遠出も気が
ひけ、夏の風物詩のお祭りや花火を観る機会
も少なく物足りなさを感じた夏でした。それ
でも子どもに心豊かな経験をさせてあげられ
る場所を探して市内の郷土博物館へ行ってき
ました。
　施設のシンボルでもあるプラネタリウムは6
年前にリニューアルされ東京ではめずらしい
メガスター常設館となっています。1000万個
の星が頭上に輝き、天の川の星ひとつひとつ
までリアルに投影できる最新機種で、３台の
プロジェクターと星の投影を駆使して様々な
宇宙空間が表現されています。
　今年の春は新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止による臨時休館となり、６月から
再開されました。投影中は密閉空間となる施
設なので席数を半分の50人に減らし、出入り
前後の換気、手すりや肘掛の消毒がされ予防
に努められています。
　現在、「ハナビリウム」という作品が上映さ
れており、子どもにも分かりやすいアニメー
ションで花火の歴史や色の仕組みの科学を知
ることができます。座席から見上げる天空は
通常、花火師以外は決して入ることのできな
い「花火の真下」。頭上いっぱいを埋めつくす
打ち上げ花火の360度実写映像は、まるで満開
の花束で大人でも見応えがあります。花火師
はこんなにすごい情景を観ているのかと感心
するとともに、親子で「わーキレイ！」とつ
い歓声がこぼれ本物の花火を見上げているの
と同じ気持ちになって楽しめました。終わっ
てすぐ「もう１回見たい」とせがむ３歳の我
が子に１日１回の投影をわかってもらうのが
大変でした。
　ここなら毎日特等席で夜空の打ち上げ花火
が楽しめます。夏には日によっては満席になっ
た程の人気作品で12月６日㈰まで延長上映さ
れています。
　博物館の外階段を上がると狭山緑地の雑木
林が広がり、季節を感じることができ、また、
市内が一望できる展望スポットとして大人も
ちょうどいい散策コースになっています。花
火の夜空を楽しんで元気が余っている子は博
物館の先のアスレチックで身体を動かすのも
いいかもしれません。

（市民記者　長谷川仁美）
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ロビーコンサート

発売中の公演

12月の施設利用申込み

令和3年1月9日㈯午後2時
開演／大ホール／全席自
由／一般2,000円(友の会･
障害者･介助者1,500円）／
視覚障害を持った3人の音
楽家たちを含めた演奏会。
地域の合唱団員
との共演や、障害
者への理解、音楽
を通した交流を
お楽しみいただけ
ます。

LINEで東大和市を
「友だち」登録しませんか？

▷問合せ　 秘書広報課・内線1411まで。

　市では、10月１日から東大和市公式LINEアカ
ウントを運用しています。東大和市公式LINEを
友だち登録することで、イベント情報などの他、
防災情報などの緊急情報を受け取ることができま
す。ぜひ、友だち登録をお願いします。
　登録方法等は市のホームページをご覧ください。

市役所☎042−563−2111（代） 東やまと市報再生紙を使用しています

※広告に関する問合せは…総合広告代理店　フレックス株式会社
　　　　　　　　　　　　　☎　042-528-3722へ

広告

令和 2 ・ 1 1 ・ 1 5 12


